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「子どものセーフティネット」とは 

 

「セーフティネット」とは「安全網」を意味し、もともとは、高所で作業する人

が転落する場合などに備えて張る網を指す言葉です。 

ここから転じて、生活上の困難（病気、解雇、生計中心者の死亡など）が生じて

も、安心して生活を続けられるための制度などを指す言葉としても用いられていま

す。 

 

「セーフティネット」には、社会保険、雇用保険のようにすべての人を対象とす

るものや、生活保護やひとり親家庭向け施策のようにそれぞれの事情に対応するも

のがあります。 

こうした制度や仕組みが幾重にも張られていることで、人は困窮に陥ることなく

日常を送ることができ、万が一、困難に直面したときも、社会の力を借りながら生

活を再建することができます。 

 

いま、子どもの貧困やその連鎖の解決が、大きな課題になっています。 

 

子どもの貧困対策は、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右される

ことのないようにしていく点で、「子どものセーフティネット」を作り上げていく

ことといえます。 

 

この計画は、困難やリスクに直面している子どもに気づき、その生活や学習を支

え、希望の持てる未来へつなぐための「子どものセーフティネット」を広げていく

ことを目指して作成しました。 
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はじめに 

１ 計画策定の趣旨 

    平成 26 年１月に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」（以下「法」という。）が

施行され、また、政府は、平成 26 年８月、「子どもの貧困対策の推進に関する大綱」（以

下「大綱」という。）を決定しました。 

    こうした動きを踏まえ、島根県では、子どもの貧困対策を総合的に推進するため、「島 

 根県子どものセーフティネット推進計画」を平成２７年３月に策定しました。 

  計画の中では、「発見から保護・支援につなぐ体制の整備」「子どもの安心と成長の環

境づくり」「保護者等に対する支援」「対策推進のための体制整備」を４つの柱として、

総合的に取組を進めてきました。 

    令和元年６月には法改正があり、目的として、児童の権利に関する条約の精神にのっ

とり、子どもの「将来」だけでなく「現在」の生活等に向けても子どもの貧困対策を 

総合的に推進することが明記されたとともに、基本理念として、子どもの最善の利益 

が優先考慮されること、貧困の背景に様々な社会的要因があることが新たに明記さ

れ、 同年１１月には法第８条の規定に基づき、新たな大綱が策定されています。 

  このたび、県の計画期間が経過したことから、これまでの計画に対する取組状況、 

 また、令和元年度に実施した「島根県子どもの生活に関する実態調査」の結果を受け、 

  現在から将来にわたって、全ての子どもたちがその経済的な環境によって左右されず夢

と希望をもって成長していけるよう、子どもの貧困対策を総合的に推進するため、当該計

画を改訂します。 

 

２ 計画の位置づけ 

   この計画は、法第９条第１項に定める「都道府県における子どもの貧困対策について

の計画」として策定します。 

 

３  計画期間 

     この計画の期間は、令和３年度から令和７年度までの５年間とします。 

（参考） 

（基本理念） 

第２条 子どもの貧困対策は、社会のあらゆる分野において、子どもの年齢及び発達の程度に応じて、 

  その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、子どもが心身ともに健やかに育成され 

  ることを旨として、推進されなければならない。 

 ２ 子どもの貧困対策は、子ども等に対する教育の支援、生活の安定に資するための支援、職業生活 

  の安定と向上に資するための就労の支援、経済的支援等の施策を、子どもの現在及び将来がその 

 生まれ育った環境によって左右されることのない社会を実現することを旨として、子ども等の生活 

 及び取り巻く環境の状況に応じて包括的かつ早期に講ずることにより、推進されなければならない。 

 ３ 子どもの貧困対策は、子どもの貧困の背景に様々な社会的な要因があることを踏まえ、推進さ 
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   れなければならない。 

４ 子どもの貧困対策は、国及び地方公共団体の関係機関相互の密接な連携の下に、関連分野における

総合的な取組として行われなければならない。 

（国の責務） 

第３条 国は、前条の基本理念（次条において「基本理念」という。）にのっとり、子どもの貧困対策を

総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第４条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、子どもの貧困対策に関し、国と協力しつつ、当該地域

の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

（国民の責務） 

第５条 国民は、国又は地方公共団体が実施する子どもの貧困対策に協力するよう努めなければならな

い。 

（中略） 

（都道府県子どもの貧困対策計画）（都道府県計画等） 

第９条 都道府県は、大綱を勘案して、当該都道府県における子どもの貧困対策についての計画（次項に

おいて「都道府県計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

２ 市町村は、大綱（都道府県計画が定められているときは、大綱及び都道府県計画）を勘案して、当 

   該市町村における子どもの貧困対策についての計画（次項において「市町村計画」という。）を定め 

  るよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県計画又は市町村計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、こ 

   れを公表しなければならない。 
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【解説】   この計画における「子どもの貧困対策」 

 

 

 この計画は、法律第９条に基づく「都道府県における子どもの貧困対策についての計

画」として作成するため、「子どもの貧困対策」の範囲を明確にする必要がある。 

 

法律や大綱は、計画で定めるべき対策の範囲を規定しておらず、各都道府県の判断に委

ねられているところであるが、大綱に掲げられた「重点施策」を見ると、現在の困窮状態

に直接働きかける対策（金銭給付、児童福祉施設・里親など）以外にも、経済的困窮状態

の有無を問わない対策まで、幅広く取り上げられているところである。 

 

そこで、大綱を勘案し、この計画における「子どもの貧困対策」の範囲を次のとおりと

する。 

１ 貧困の状態にある子どもの現状に直接働きかける対策（生活保護、児童扶養手当と

いった経済的給付、児童福祉施設・里親などの社会的養護など） 

２ 将来の貧困につながる特定の課題を軽減する対策（就学支援、就労支援、ニート・

不登校等の子どもに対する支援など） 

３ すべての人を対象とし、社会全体として子どもの貧困を予防する効果のある対策

（教育全般、奨学金、保育など） 

４ 上記の対策を推進するための体制整備 

 

さらに、市町村や民間団体等の活動についても、県の関わりを明記した上で言及するこ

ととする。 
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【コラム】 

地方自治体は、日々、住民の生活と向かいあって業務をしています。 

「子どもの貧困対策」についても、実際に生じるさまざまな事例に対処しなければなり

ません。 

 このコラムでは、架空の事例について、ある自治体における対応の過程を追いながら、

子どもの貧困対策の一つの形を描いていきます。 

 

 

その１：気づき（1） 

 

 町立のＸ中学。２年生の担任は、クラスのＡ子のことが気がかりだった。ひとり親家庭

のＡ子は、２学期の後半から週に１～２日ずつ欠席するようになり、１２月中旬の三者面

談では、約束の日に本人も保護者も現れなかったからである。 

 電話や自宅訪問をしても母親Ｍ子と会えない状態が３学期になっても続いている。Ａ

子は「母親は忙しく、じぶんが家事をしている。家の経済状況が悪く、進学は考えていな

い。就職先はこれから考える」と言う。 

Ａ子の衣服や髪は十分整容されておらず、ネグレクト（養育放棄）も心配される。 

 そんなある日、学校を訪問してきた主任児童委員が、学年主任にＡ子のようすを尋ね

た。 

 実は、Ａ子の妹で、保育所に通うＢ子も最近欠席がちであった。また、Ａ子の兄のＣ男

は昨年高校を中退しており、仕事についていない。 

 

 ネグレクトの疑いがあるが、子どもや保護者について情報を総合する必要がある。教育

委員会や町の児童福祉担当者と相談した上、この家庭に関わる関係者が情報交換するた

め、要保護児童対策地域協議会（要対協）で、協議することとなった。 

 

 

 

この家庭に、自治体はどのように関わっていけばいいのだろうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

第１章 「子どもの貧困」を取り巻く現状と課題 

 

第１  島根県の状況 

１ 経済的な困難を有する子どもの状況 

ここでは、経済的困難におかれた子どもの数を、一定の客観的尺度で把握できる数字

として、生活保護、就学援助の近年の推移を示します。 

また、大綱（第２－２）で「支援を要する緊急度の高い子供」とされた、児童養護施

設を含む社会的養護を必要とする子どもの状況、ひとり親世帯の状況を示します。 

 

（１）生活保護を受けている子ども 

生活保護は、生活に困窮する者に対し、その困窮の程度に応じて最低限度の生活を保

障し、自立を助長する制度です。 

生活保護の被保護者のうち 19 歳以下の者の実数は、リーマンショック前年の平成 19 

年は 482 人でしたが、平成 24 年には 839 人まで増加し、その後、減少傾向となったも

のの、平成 30 年には 679 人で平成 19 年比で約４割増と、かつての水準を大きく上回

っています。 

   また、被保護者に占める 19 歳以下の者の割合も、平成 19 年の 11.1％から平成 24 年 

  には 13.9％まで上昇し、平成 30 年においても 11.8％と平成 19 年の水準を上回ってい 

ます。 

   さらに島根県の 19 歳以下人口に占める被保護者の割合は、平成 19 年の 3.51‰（千 

分率）から平成 24 年には 6.69‰まで上昇し、平成 30 年には 5.80‰まで降下したもの 

の、依然として高止まりの状況が続いています。 

   このように、19 歳以下の被保護者は近年、実数、割合ともに平成 19 年の水準を超え 

た状況が継続しています。 

   生活保護統計上の世帯類型をみると、「その他世帯」が 494 世帯（平成 19 年）から 

  1,152 世帯（平成 25 年）へと大きく増加し、その後、減少傾向であるものの平成 30 年

には、793 世帯となっています。この中に働ける年代の子育て世帯が含まれていること

なども背景として考えられます。 

   なお、高等学校等進学率は、平成 25 年４月においては、84.5％でしたが、平成 30 年

４月には 94.2％まで上昇し、全国の 93.7％を上回っています。ただし、高等学校等進学

率は年による変動が大きく、継続的に把握していく必要があります。 
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被保護世帯数と人員               （各年度の月平均） 

 世帯数 人員 保護率（千分率） 

H19 3,395 4,462 6.06‰ 

H25 4,610 6,160 8.71‰ 

H27 4,695 6,139 8.81‰ 

H30 4,534 5,765 8.42‰ 

H19→H30 伸び率 133.5% 129.2%  

H27→H30 伸び率 96.6% 93.9%  

 

世帯類型別被保護世帯数              （単位：世帯数） 

 高齢者 母子 障がい者 傷病者 その他 

H19 1,413 181 423 871 494 

H25 1,849 279 687 628 1,152 

H27 2,072 266 728 610 1,003 

H30 2,331 229 676 488 793 

H19→H30 伸び率 165.0% 126.5% 159.8% 56.0% 160.5% 

H27→H30 伸び率 112.5% 86.1% 92.9% 80.0% 79.1% 
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年齢別被保護者数の推移（島根県）                           単位:人 

年度 

年齢 
H19 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

H19→H30 

伸び率 

H27→H25 

伸び率 

0 ～ 2 54 78 69 60 73 66 42 48    

3 ～ 5 47 94 94 85 81 81 82 65    

6 ～ 11 150 272 272 252 256 227 219 226    

12 ～ 14 105 153 163 142 143 150 146 149    

15 ～ 17 96 176 166 151 158 155 142 140    

18 ・ 19 30 66 53 52 53 45 55 51    

小計① 482 839 817 742 764 724 686 679 140.9% 88.9% 

構成比※ 11.1% 13.9% 13.4% 12.23% 12.53% 12.12% 11.66% 11.84%    

20 ～ 29 103 178 167 166 177 166 160 151    

30 ～ 39 213 345 350 303 294 302 273 284    

40 ～ 49 315 542 575 590 589 564 552 534    

50 ～ 59 907 932 879 852 813 790 735 714    

60 ～ 64 475 908 890 858 789 713 676 602    

65 ～ 69 435 587 661 702 776 852 839 771    

70 ～ 74 405 486 490 536 558 537 567 621    

75 ～ 79 345 446 474 481 493 462 486 465    

80 歳以上 666 765 814 836 842 865 911 915    

小計 3,864 5,189 5,300 5,324 5,331 5,251 5,199 5,057 130.9% 94.9% 

合計 4,346 6,028 6,117 6,066 6,095 5,975 5,885 5,736 132.0% 94.1% 

 各年 7 月末現在 

※「構成比」は、生活保護受給者全体に占める、19 歳以下の比率 

 

19 歳以下の全人口に占める被保護者の割合（島根県）    

  H19 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 
H19 

→H30 

H27 

→H30 

前年 10 月の 19

歳以下人口② 
137,387 125,362 124,439 122,934 121,027 119,662 117,634 116,985 85.1% 96.7% 

①／② 

千分率（‰） 
3.51 6.69 6.57 6.04 6.31 6.05 5.83 5.80   

②は各年 10 月 1 日現在の推計人口  

※生活保護の「保護率」は分母に前年 10 月 1 日現在の推計人口を用いる。   
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（２）就学援助等を受けている子ども 

 経済的な理由により子どもを小学校や中学校に就学させることが困難な保護者に対

して、学校教育法第 19条の規定に基づき、市町村が学用品費、通学用品費、修学旅行

費等を援助しています。（就学援助） 

 就学援助の対象は、生活保護の対象となる「要保護」と、要保護に準ずる程度に困窮

していると市町村が独自の基準で認定する「準要保護」の２種類があります。 

   就学援助を受けた児童生徒の数を、前計画の初年度である平成 27 年度と直近の令和 

元年度とで対比すると、要保護が 382 人から 324 人に減少し、逆に準要保護では 7,459 

人から 7,847 人に増え、合計では 7，841 人から 8,171 人へと約 4％の増加となっていま 

す。 

   また、就学援助を受けた児童生徒の割合（就学援助率）を見ると、要保護と準要保護

の合計で、14.66％から 15.92％へと、約１ポイントの上昇を示しています。 

   この他、高等学校については、住民税非課税世帯の授業料以外の教育費負担を軽減す

るための「奨学のための給付金」があり、平成 26 年度の入学生から給付が始まり、全

生徒が給付対象となったのが平成 28 年度となります。 

   給付を受けた生徒の数を平成 28 年度と令和元年度とで対比すると、2,200 人から 

  1,908 人に減り、生徒総数に占める給付を受けた生徒の割合を見ると、12.0％から 10.6 

  ％へと、約 1.4%減っています。この減少の要因としては、前述した要保護世帯の減少 

  等が考えられます。 
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（３）代替養育を必要とする子ども 

  「代替養育」とは、子どもの養育は家庭において健やかに育まれるよう、まずは保護者

を支援し、保護者のない児童、被虐待児など、家庭における養育が困難又は適当でない場

合の里親、乳児院及び児童養護施設による養育をいい、家庭における養育環境と同様の養

育環境あるいはできる限り良好な家庭的環境で養育されるよう必要な支援を行うもので

す。 

  代替養育を必要とする子どもは、施設等の社会的養護の下で育ち自立することとなり

ますが、施設退所後は、保護者からの援助なしで自活をはじめるなど、厳しい状況に置か

れることも多く、自立のための支援が必要とされています。 

  代替養育を必要とする子ども数は、施設の定員等に左右されるため、全体的な貧困の状 

態を推しはかる尺度とはしにくいですが、平成 25 年度の子ども数は 214 人、平成 30 年 

度では 178 人となっています。 

  また、代替養育を必要とする子どもの割合は、平成 25 年度は 0.185％でしたが、平成 30 

年度は 0.163%となっており近年は減少傾向にあります。 

 

  島根県内児童人口 
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代替養育を必要とする子ども数 

代替養育を必要とする子どもの割合 
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（４）ひとり親家庭の子ども 

島根県のひとり親家庭の世帯数は、平成 12年に 5,979 世帯であったのが、平成 25年 

  に 9,069 世帯と 1.5 倍に増加しましたが、平成 30年には 8,477 世帯と減少傾向になり 

ました。ひとり親家庭の世帯数及び全世帯に占める割合は、母子世帯、父子世帯ともに 

平成 25 年よりも減少しています。 

   ひとり親家庭の就業率は、全国平均を大きく上回っており、母子世帯では 94.7％、 

父子世帯では 98.0％と、全国平均よりも、それぞれ 13ポイント近くも高くなっていま

す。 

   しかし、収入の状況を見ると、母子世帯の母の年間就労収入は 100～150 万円未満 

  の世帯が最も多く、全体の 55％強が 200 万円未満となっています。 

   平成 25年に比べ、母子世帯、父子世帯ともに収入が増加していますが、いずれも高 

所得であるとは言えない状況であり、母子世帯に比べ父子世帯の収入が高い傾向がよ 

り顕著になっています。 

   ひとり親家庭においては、収入と子育ての担い手が一人の大人に集中するため、経済 

的にも精神的にもその負担は大きく、経済的支援をはじめ、子育て・生活支援、就業支 

援など、必要な支援も多岐にわたります。 
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■ひとり親世帯数の推移 

世 帯 区 分 平成１２年 平成１７年 平成２２年 平成２５年 平成３０年 

世帯数 出現率 世帯数 出現率 世帯数 出現率 世帯数 出現率 世帯数 出現率 

母子 4,973 1.89％ 6,196 2.25％ 7,311 2.61％ 7,576 2.66％ 7,127 2.45％ 

父子 1,006 0.38％ 1,414 0.51％ 1,568 0.56％ 1,493 0.52％ 1,350 0.46％ 

 

■ひとり親世帯の就労形態 

 

 

 

 

 

 

■ひとり親世帯の収入状況 

 

 

 

県内のひとり親世帯の就業率は母子世帯の母が９４．７％（全国では８１．８％） 
       〃       父子世帯の父が９８．０％（ 〃   ８５．４％） 
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２ 「島根県子どもの生活に関する実態調査」報告書の概要 

（１）調査概要 

ア 目的  

次世代を担う子どもたちが、生まれ育った環境に左右されることなく、健やかに育

ち、夢や希望、意欲にあふれ自立した人間へと成長することができる社会づくりに向

けて、子どもの貧困対策における効果的な支援のあり方を検討するための基礎資料

を得るため、県全体の子どもの生活実態や学習環境等について調査を行いました。 

 

イ 調査対象、調査方法、回答数 

島根県内の学校に通学している小学 5 年生、中学 2 年生、高校 2 年生とその保護

者を対象に、学校を通じて配布・回収を行いました。 

配布数、有効回答数を以下に示します。 

 

 
配布数 有効回答数 

親子のマッチングが 

できた数 

小学５年生 
子ども 5,820 4,598 （79.0%） 4,573 （78.6%） 

保護者 5,820 4,598 （79.0%） 4,573 （78.6%） 

中学２年生 
子ども 5,749 4,098 （71.3%） 4,045 （70.4%） 

保護者 5,749 4,092 （71.2%） 4,045 （70.4%） 

高校２年生 
子ども 6,505 3,976 （61.1%） 3,863 （59.4%） 

保護者 6,505 3,992 （61.4%） 3,863 （59.4%） 

総計 36,148 25,354 （70.1%） 24,962 （69.1％） 

調査時期 令和元年９月 

 

ウ 調査項目 

・子どもの貧困状態を表すもの（家計の逼迫状況、子どもの体験や所有物の欠如、保

護者の就労状況 等） 

・子どもの生活状況（放課後の居場所や過ごし方、欠食状況、地域等とのつながりや

相談相手 等） 

・子どもの健康状態 

・子どもの自己肯定感 

・子どもの学びの状況 

・公的支援の利用（公的制度の利用状況、支援サービスの今後の利用意向） 

エ 本調査における「生活困難」の定義について 

本調査では、子どもの生活における「生活困難」を次の 3 つの要素から分類していま

す。 

①低所得 ②家計の逼迫 ③子どもの体験や所有物の欠如 
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 生活困難層（生活困窮層、周辺層）、非生活困難層の分類 

 
 

 

 

 

 

 

生活困難層 生活困窮層＋周辺層

生活困窮層 2つ以上の要素に該当

周辺層 いずれか1つの要素に該当

非生活困難層 いずれの要素にも該当しない

①低所得 年間収入が 200 万円以下 

②家計の逼迫 

経済的な理由で、公共料金や家賃を支払えなかった経験や食

料・衣類を買えなかった経験などの 7 項目のうち、1 つ以上に

該当 

・電話料金      ・家賃 

・電気料金      ・家族が必要とする食料が買えなかった 

・ガス料金      ・家族が必要とする衣類が買えなかった 

・水道料金 

③子どもの体験や所有物の欠如 

子どもの体験や所有物などに関する次の 15 項目のうち、経済

的な理由で、欠如している項目が 3 つ以上該当 

・海水浴に行く 

・博物館・科学館・美術館などに行く 

・キャンプやバーベキューに行く 

・スポーツ観戦や劇場に行く 

・遊園地やテーマパークに行く 

・毎月お小遣いを渡す 

・毎年新しい洋服・靴を買う 

・習いごと（音楽、スポーツ、習字など）に通わせる 

・学習塾に通わせる（又は家庭教師に来てもらう） 

・お誕生日のお祝いをする 

・1 年に 1 回くらい家族旅行に行く 

・クリスマスプレゼントや正月のお年玉をあげる 

・子どもの年齢にあった本 

・子供用のスポーツ用品・おもちゃ 

・子どもが自宅で宿題をすることができる場所 

①低所得 

③子どもの体験や 

所有物の欠如 
②家計の逼迫 
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オ 主な調査結果 

（ア）生活困窮の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学生】 

 

 

 

 

 

 

 

【中学生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実数 割合

生活困難層 972 30.1%

生活困窮層 408 12.6%

周辺層 564 17.5%

非生活困難層 2,260 69.9%

実数 割合

生活困難層 903 32.5%

生活困窮層 373 13.4%

周辺層 530 19.1%

非生活困難層 1,873 67.5%

①低所得のみに
該当 3.3％ ①と③のみに

該当 0.9％ 

②と③の
みに該当 

8.6％ 

①と②のみに
該当 1.1％ 

②家計の逼迫
のみに該当 

10.3％ 

③子どもの体験や所有物
の欠如のみに該当 

3.9％ 

①,②,③のすべてに該当 
2.1％ 

生活困窮層 

①低所得のみ
に該当 2.9％ ①と③のみに

該当 0.9％ 

②と③のみ
に該当 
8.9％ 

①と②のみに
該当 1.0％ 

②家計の逼迫
のみに該当 

11.5％ 

③子どもの体験や所有物
の欠如のみに該当 

4.7％ 

①,②,③のすべてに該当 
2.6％ 

生活困窮層 

●生活困難層を構成する 3 つの要素の中でも、「家計の逼迫」を示す円が特に大きく、

小学生 22.1%、中学生 24.0%、高校生 24.9%を占めています。 

●生活困難層（生活困窮層、周辺層）のいずれも、子どもの学年が上になるほど割合が

高い結果となっています。 

●全体（小学生・中学生・高校生）でみると、生活困窮層は 13.7%と、約 7人に１人の

割合となり、周辺層まで含む生活困難層は約 32.4%と、約 3人に１人の割合となって

います。 
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【高校生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

実数 割合

生活困難層 906 35.3%

生活困窮層 395 15.4%

周辺層 511 19.9%

非生活困難層 1,663 64.7%

実数 割合

生活困難層 2,781 32.4%

生活困窮層 1,176 13.7%

周辺層 1,605 18.7%

非生活困難層 5,796 67.6%

①低所得のみに
該当 3.4％ 

①と③のみに
該当 1.1％ 

②と③のみ
に該当 
10.9％ 

①と②のみに
該当 0.9％ 

②家計の逼迫
のみに該当 

10.6％ 
③子どもの体験や所有
物の欠如のみに該当 

5.9％ 

①,②,③のすべてに該当 
2.5％ 

生活困窮層 

①低所得のみに該当 
3.2％ 

①と③のみに該当 
1.0％ 

②と③のみに該
当 

9.4％ 

①と②のみに該当 
1.0％ 

②家計の逼迫のみ
に該当 
10.8％ ③子どもの体験や所有物の欠

如のみに該当 
4.7％ 

①,②,③のすべてに該当 
2.4％ 

生活困窮層 
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（イ）子どもの生活状況 

 
 

 

 

 

 

 

①  朝食を食べる頻度 

朝食を「食べない」「週に 1 回程度」「週に 2～3 回食べる」と回答した児童・生徒の

割合 

 

 

 

 

   小学生   中学生   高校生 

② 休みの日に昼食を食べる頻度 

休みの日に昼食を「食べない」「食べないことが多い」と回答した児童・生徒の割合 

 

 

 

 

   小学生   中学生   高校生 

③  歯をみがく頻度 

歯をみがく頻度を「めったにしない」「月に数回」「週に数回」と回答した児童・生徒

の割合 

 

 

 

   小学生   中学生   高校生 

 

●子どもの生活状況を、「朝食を食べる頻度」「休みの日に昼食を食べる頻度」「歯をみがく頻

度」「お風呂に入る頻度」でみると、生活困難層は非生活困難層に比べ「頻度が低い」割合

が総じて高く、規則正しい生活習慣が身に付きにくい結果となっています。 

●放課後一人で過ごす子どもの割合が生活困難層は非生活困難層に比べ高い状況となってい

ます。 

9.6%

8.0%

4.3%

0% 50%

4.4%

2.0%

1.9%

0% 50%

困窮層

周辺層

非生活困難層

8.8%

2.8%

2.2%

0% 50%

16.7%

12.8%

8.3%

0% 50%

困窮層

周辺層

非生活困難層

11.5%

7.4%

4.0%

0% 50%

3.0%

2.7%

3.4%

0% 50%

3.4%

1.1%

0.8%

0% 50%

困窮層

周辺層

非生活困難層

4.3%

2.6%

1.8%

0% 50%

5.3%

5.3%

3.1%

0% 50%
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④ お風呂に入る頻度 

お風呂に入る頻度を「めったにしない」「月に数回」「週に数回」と回答した児童・生

徒の割合 

 

 

 

 

   小学生   中学生   高校生 

 

⑤ 放課後の過ごし方 

放課後（放課後児童クラブ等が終わったあと）、どこで過ごすことが多いかとの問い

に「自宅に一人でいる」と回答した児童・生徒の割合 

 
 
 
 
 
   小学生   中学生   高校生 

 
ウ 子どもの健康状態 

 

 

 

 

 

 

 

①  保護者からみた子どもの健康状態 

子どもの健康状態について「よくない」「あまりよくない」と回答した保護者の割

合 

 

 

 

   小学生   中学生   高校生 

 

 

 

●子どもの健康状態を、「保護者からみた子どもの健康状態」「虫歯の有無」でみると、いず

れも生活困難層は非生活困難層に比べ「よくない」割合が高くなっています。 

●「過去１年間に子どもを医療機関で受診させなかった経験」は、生活困難層が非生活困難

層に比べいずれも割合が高く、特に困窮層は 20%を超える結果となっている。その理由は

親の多忙や子どもの意志が多いが、困窮層では自己負担の懸念も挙げられています。 

2.0%

1.2%

0.6%

0% 50%

困窮層

周辺層

非生活困難層

1.9%

0.8%

0.6%

0% 50%

4.3%

2.5%

1.0%

0% 50%

5.1%

2.5%

1.9%

0% 50%

困窮層

周辺層

非生活困難層

2.7%

1.3%

0.7%

0% 50%

0.8%

0.8%

1.1%

0% 50%

22.0%

21.9%

20.9%

0% 50%

23.0%

21.5%

19.0%

0% 50%

困窮層

周辺層

非生活困難層

15.3%

12.8%

12.8%

0% 50%
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②  虫歯の有無 

子どもに虫歯が「ある（未治療）」と回答した保護者の割合 

 

 

 

 

   小学生   中学生   高校生 

③ 過去 1 年間に子どもを医療機関で受診させなかった経験 

受診させなかった経験が「あった」と回答した保護者の割合 

 

 

 

 

 

   小学生   中学生   高校生 

    （主な理由）20%以上のものを記載 

  

22.5%

11.2%

5.1%

0% 50%

困窮層

周辺層

非生活困難層

23.6%

12.1%

5.8%

0% 50%

23.0%

14.9%

6.9%

0% 50%

15.7%

8.7%

4.5%

0% 50%

困窮層

周辺層

非生活困難層

16.9%

9.6%

5.2%

0% 50%

16.2%

13.1%

8.5%

0% 50%

多忙で、医療機関に連れて

行く時間がなかった

子どもが受診したがらな

かった

公的医療保険に加入してい

たが、医療機関で自己負担

金を払うことができないと

思った

困窮層 52.2% − −

周辺層 54.0% − −

非生活困難層 50.0% 27.6% −

困窮層 38.6% 21.6% 23.9%

周辺層 46.9% 23.4% −

非生活困難層 55.6% 27.8% −

困窮層 34.1% 25.3% 20.9%

周辺層 38.2% 39.5% −

非生活困難層 35.7% 39.1% −

小学生

中学生

高校生
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エ 子どもの自己肯定感 

 

 

 

 

 

 

 

①  自分は価値のある人間だ 

自分は価値のある人間だと「思わない」「あまり思わない」と回答した児童・生徒の

割合 

 

 

 

 

 

   小学生   中学生   高校生 

 

②  自分のことが好きだ 

自分のことが好きだと「思わない」「あまり思わない」と回答した児童・生徒の割合 

 

 

 

 

 

   小学生   中学生   高校生 

 

③  自分には良いところがあると思う 

自分には良いところがあると思うと「思わない」「あまり思わない」と回答した児童・

生徒の割合 

 

 

 

 

 

   小学生   中学生   高校生 

 

●子どもの自己肯定感を、「自分は価値のある人間だ」「自分のことが好きだ」「自分には良い

ところがあると思う」でみると、いずれも生活困難層は非生活困難層に比べ「思わない」

「あまり思わない」割合が高くなっています。 

●特に、生活困窮層では、価値のある人間だと思えなかったり、自分のことが好きだと思わ

ない子どもが 40%を超える結果となっています。 

45.6%

44.1%

36.5%

0% 50% 100%

困窮層

周辺層

非生活困難層

41.3%

37.4%

33.9%

0% 50% 100%

43.5%

40.3%

32.1%

0% 50% 100%

42.2%

35.8%

30.7%

0% 50% 100%

困窮層

周辺層

非生活困難層

49.9%

42.6%

36.8%

0% 50% 100%

49.9%

44.4%

38.4%

0% 50% 100%

25.2%

19.9%

15.4%

0% 50% 100%

困窮層

周辺層

非生活困難層

25.2%

22.1%

16.7%

0% 50% 100%

26.3%

22.7%

18.2%

0% 50% 100%
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オ 子どもの学びの状況 

 

 

 

 

① 勉強の理解度 

勉強が「わからないことが多い」「ほとんどわからない」と回答した児童・生徒の割

合 

 

 

 

   小学生   中学生   高校生 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 学校以外での学び 

習いごとに「通っている」と回答した児童・生徒の割合 

 

 

   小学生   中学生   高校生 

学習塾や家庭教師（通信教育も含む）に「通っている」と回答した児童・生徒の

割合 

 

   小学生   中学生   高校生 

13.2%

9.0%

5.4%

0% 50%

困窮層

周辺層

非生活困難層

27.1%

17.4%

10.6%

0% 50%

22.3%

16.8%

10.5%

0% 50%

●子どもの学びの状況を、「勉強の理解度」でみると、いずれも生活困難層は非生活困難

層に比べ「わからないことが多い」「ほとんどわからない」の割合が高くなっています。 

●習いごと、学習塾（家庭教師を含む）のいずれも「通っている」と回答した児童・生徒の

割合が生活困難層は非生活困難層に比べ低くなっています。 

●学習塾（家庭教師を含む）に「通いたいが通っていない」「通いたいがない」と回答した児

童・生徒の割合が生活困難層は非生活困難層に比べ高くなっており、子どもの学習意欲と

現状が経済的理由等によりマッチしていない傾向を示しています。 

●「勉強を無料で教えてくれる場所への参加意向」をみると、いずれも参加させたい保護者

の割合が高くなっています。 

44.1%

63.5%

73.7%

0% 50% 100%

困窮層

周辺層

非生活困難層

29.0%

33.0%

44.3%

0% 50% 100%

10.1%

12.7%

18.5%

0% 50% 100%

12.7%

17.7%

27.9%

0% 50% 100%

困窮層

周辺層

非生活困難層

24.1%

30.9%

44.9%

0% 50% 100%

5.8%

16.0%

25.8%

0% 50% 100%
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学習塾や家庭教師（通信教育も含む）に「通いたいが通っていない」又は「通いたい

がない」と回答した児童・生徒の割合 

 

 

 

 

 

   小学生   中学生   高校生 

 

勉強を無料で教えてくれる場所に「参加させてみたい」と回答した保護者の割合 

 

 

 

 

   小学生   中学生   高校生 

 

 

 

 

  進路希望 

希望する進学の段階を「中学（中等部）まで」「高校（高等部）まで」と回答した児

童・生徒の割合 

 

 

 

 

   小学生   中学生   高校生 

 

子どもに受けさせたい教育の段階を「中学（中等部）まで」「高校（高等部）まで」

と回答した保護者の割合 

 

 

 

 

 

   小学生   中学生   高校生 

21.3%

22.5%

16.2%

0% 50%

困窮層

周辺層

非生活困難層

26.8%

20.6%

15.2%

0% 50%

23.3%

20.5%

11.7%

0% 50%

29.9%

16.0%

9.8%

0% 50%

困窮層

周辺層

非生活困難層

30.0%

24.2%

10.9%

0% 50%

27.1%

25.4%

11.2%

0% 50%

13.7%

15.5%

12.1%

0% 50%

14.7%

13.1%

10.5%

0% 50%

困窮層

周辺層

非生活困難層

21.7%

14.7%

10.7%

0% 50%

●「進路希望」をみると、生活困難層は非生活困難層に比べ「中学・高校まで」の割合が子

ども、保護者の両方で高く、生活困難層と非生活困難層の乖離が子どもより保護者の方で

大きくなっています。 

78.7%

78.0%

73.1%

0% 50% 100%

困窮層

周辺層

非生活困難層

78.8%

72.5%

70.6%

0% 50% 100%

64.8%

65.9%

61.2%

0% 50% 100%
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カ 子どもの体験の機会 

 

 

 

① 保護者に聞いた子どもの体験の機会 

子どもと、次のような体験をする機会があるかとの質問に「ある」と回答した保護

者の割合 

 

 

53.7%

40.7%

28.4%

19.4%

34.8%

11.5%

67.0%

62.1%

52.1%

45.4%

69.0%

46.6%

69.6%

72.6%

60.8%

62.9%

84.4%

71.4%

0.0% 100.0%

(1)海水浴に行く

（２）博物館・科学館・美術館などに行く

（３）キャンプやバーベキューに行く

（４）スポーツ観戦や劇場に行く

（５）遊園地やテーマパークに行く

（６）１年に１回以上家族旅行に行く

小 学 生

困窮層 周辺層 非生活困難層

41.0%

26.3%

22.8%

21.2%

27.1%

8.3%

49.2%

39.1%

40.6%

43.6%

54.3%

35.7%

55.5%

56.8%

50.9%

61.5%

72.3%

63.5%

0.0% 100.0%

(1)海水浴に行く

（２）博物館・科学館・美術館などに行く

（３）キャンプやバーベキューに行く

（４）スポーツ観戦や劇場に行く

（５）遊園地やテーマパークに行く

（６）１年に１回以上家族旅行に行く

中 学 生

困窮層 周辺層 非生活困難層

●困窮層の子どもは、それ以外の層と比べて、文化体験や野外活動などの機会がどの 

年代でも少なくなっています。 
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キ 地域の行事への参加 

 

 

 

 

① 地域の行事への参加状況 

子ども及び保護者が、地域の行事に「よく参加している」、「どちらかというと参加

している」と回答した割合 

 

 

 

  

27.6%

18.7%

19.0%

24.1%

18.7%

4.8%

32.9%

33.9%

29.4%

41.3%

40.5%

26.6%

43.6%

48.8%

41.2%

54.8%

61.9%

49.7%

0.0% 100.0%

(1)海水浴に行く

（２）博物館・科学館・美術館などに行く

（３）キャンプやバーベキューに行く

（４）スポーツ観戦や劇場に行く

（５）遊園地やテーマパークに行く

（６）１年に１回以上家族旅行に行く

高 校 生

困窮層 周辺層 非生活困難層

71.1%

80.7%

82.9%

55.2%

76.0%

81.4%

0.0% 100.0%

困窮層

周辺層

非生活困難層

小学生

子ども 保護者

48.3%

58.9%

57.2%

55.0%

70.8%

73.2%

0.0% 100.0%

困窮層

周辺層

非生活困難層

中学生

子ども 保護者

37.7%

39.7%

40.5%

49.1%

59.9%

65.4%

0.0% 100.0%

困窮層

周辺層

非生活困難層

高校生

子ども 保護者

●困窮層の世帯は、子ども、保護者ともそれ以外の層と比較して、地域の行事への参加

が低い傾向にあります。 



27 
 

ク 利用したいサービス 

 

 

 

 

 

 

 

① 無料か低額で子どもだけで安心してご飯を食べに行ける場所 

子どもだけで安心してご飯を食べに行ける場所を「使いたい」と回答した児童・生徒

の割合 

 

 

 

 

 

   小学生   中学生   高校生 

 

家族がいないときなどに、無料か低額で夕ごはんを食べることができる場所に「参加

させてみたい」と回答した保護者の割合 

 

 

 

 

 

   小学生   中学生   高校生 

 

② 勉強を無料で教えてくれる場所 

勉強を無料で教えてくれる場所に「参加させてみたい」と回答した保護者の割合 

 

 

 

 

 

   小学生   中学生   高校生 

 

  

●「無料か低額で子どもだけで安心してご飯を食べに行ける場所への参加意向」をみると、

小中高のいずれも生活困難層は非生活困難層に比べ子どもと保護者の両方で、参加意向が

強い。特に、子どもは生活困難層、非生活困難層のすべてにおいて 40%以上の参加意向を

示しています。 

●「勉強を無料で教えてくれる場所への参加意向」をみると、生活困難層、非生活困難層の

いずれも参加させたい保護者の割合が高くなっています。（再掲） 

42.4%

33.2%

28.8%

0% 50% 100%

困窮層

周辺層

非生活困難層

40.8%

28.7%

24.9%

0% 50% 100%

30.1%

25.8%

21.9%

0% 50% 100%

78.7%

78.0%

73.1%

0% 50% 100%

困窮層

周辺層

非生活困難層

78.8%

72.5%

70.6%

0% 50% 100%

64.8%

65.9%

61.2%

0% 50% 100%

51.0%

49.6%

46.9%

0% 50% 100%

困窮層

周辺層

非生活困難層

52.8%

53.8%

49.4%

0% 50% 100%

55.9%

53.8%

49.8%

0% 50% 100%
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ケ 公的制度、支援サービスの認知状況 

 

それぞれの支援制度を「知らない」と回答した保護者の割合 

  生活福祉資金貸付制度 

 

 

   小学生   中学生   高校生 

② 母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度 

 

  

 

   小学生   中学生   高校生 

③ 生活保護制度 

 

 

   小学生   中学生   高校生 

④ 生活困窮者自立支援制度 

 

 

   小学生   中学生   高校生 

⑤ 就学援助制度 

 

 

   小学生   中学生   高校生 

就学援助を「受けていない」と回答した保護者が、受けていない理由として「就学援助制 

度を知らなかった」と回答した割合 

 

 

 

 

●各支援制度の認知状況は、生活困難層が非生活困難層に比べ低い傾向にあるが、いずれの

層においても更なる周知が必要である状況が見られます。 

55.2%

59.9%

58.4%

0% 50% 100%

65.2%

67.6%

65.6%

0% 50% 100%

困窮層

周辺層

非生活困難層

60.9%

65.1%

58.6%

0% 50% 100%

54.4%

52.8%

52.3%

0% 50% 100%

困窮層

周辺層

非生活困難層

48.3%

47.5%

46.2%

0% 50% 100%

39.0%

43.6%

44.0%

0% 50% 100%

14.7%

10.5%

6.3%

0% 50% 100%

困窮層

周辺層

非生活困難層

12.3%

10.4%

4.8%

0% 50% 100%

10.1%

8.6%

6.9%

0% 50% 100%

59.6%

59.9%

56.8%

0% 50% 100%

困窮層

周辺層

非生活困難層

59.0%

56.8%

50.6%

0% 50% 100%

58.5%

52.8%

49.8%

0% 50% 100%

19.6%

19.0%

17.7%

0% 50% 100%

困窮層

周辺層

非生活困難層

15.8%

15.1%

9.8%

0% 50% 100%

13.4%

11.5%

10.3%

0% 50% 100%

8.1%

3.2%

1.6%

0% 50%

17.9%

10.0%

5.5%

0% 50%

困窮層

周辺層

非生活困難層

11.6%

8.1%

3.1%

0% 50%
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コ 保護者の就労状況（１） 

 

 

 

 

 母親の雇用形態 

現在の仕事が非正規職員（パート、アルバイト、契約社員、派遣社員等）と回答した

母親の割合 

 

 

 

 

 

   小学生   中学生   高校生 

② 父親の雇用形態 

現在の仕事が非正規職員（パート、アルバイト、契約社員、派遣社員等）と回答

した父親の割合 

 

 

 

 

 

   小学生   中学生   高校生 

 

③ 共働きの状況 

父親、母親とも仕事に就いていると回答した割合 

 

 

 

 

         小学生   中学生   高校生 

 

 

●保護者の雇用形態をみると、母親、父親のいずれも生活困難層は非生活困難層に比べ

非常勤雇用が多くなっているが、特に母親はいずれの層でも非常勤雇用の割合が高く

なっています。 

●夫婦の共働き率は、全体で７割を越えています。 

 

53.2%

49.5%

37.9%

0% 50% 100%

困窮層

周辺層

非生活困難層

46.1%

46.9%

38.2%

0% 50% 100%

49.6%

45.0%

37.2%

0% 50% 100%

3.5%

5.1%

1.9%

0% 50%

3.5%

2.8%

1.4%

0% 50%

困窮層

周辺層

非生活困難層

4.5%

3.2%

1.9%

0% 50%

57.6%

68.3%

85.0%

76.6%

0% 50% 100%

困窮層

周辺層

非生活困難層

全体

49.9%

74.7%

86.4%

75.4%

0% 50% 100%

54.7%

71.2%

83.4%

72.4%

0% 50% 100%
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サ 保護者の就労状況（２） 

 

 

 

  父親の勤務形態 

父親が平日日中以外の勤務があるとした場合の形態別の回答割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●父親と母親の勤務形態を見ると、双方とも非生活困難層と比較して生活困難層の方が早朝、

夜勤、深夜勤務、土・日祝日勤務がある場合の割合が高い傾向にあります。 

24.4%

22.4%

17.2%

20.3%

22.0%

18.8%

17.3%

16.1%

13.6%

67.5%

58.3%

53.6%

47.2%

46.1%

41.4%

11.8%

8.9%

9.7%

10.3%

15.0%

20.8%

14.8%

16.7%

14.6%

0% 50% 100% 150% 200% 250%

困窮層

周辺層

非生活困難層

父親（小学生）

22.0%

23.6%

16.5%

23.4%

21.8%

17.3%

19.3%

16.4%

12.8%

68.3%

60.9%

58.7%

47.7%

49.7%

43.3%

6.9%

9.0%

9.6%

16.5%

21.3%

24.3%

4.1%

5.4%

5.7%

0% 50% 100% 150% 200% 250%

困窮層

周辺層

非生活困難層

父親（中学生）

16.9%

19.3%

15.5%

17.6%

19.6%

17.2%

13.3%

15.2%

13.2%

62.0%

60.9%

54.0%

46.7%

46.7%

40.6%

11.0%

8.6%

8.6%

16.5%

22.7%

30.0%

6.3%

4.6%

5.2%

0% 50% 100% 150% 200% 250%

困窮層

周辺層

非生活困難層

父親（高校生）

早朝

（５時～８時）

夜勤

（２０時

～２２時）

深夜勤務

（２２時

～５時）

土曜出勤 日曜・祝日

出勤

その他 平日の

日中以外の

勤務はない

無回答
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② 母親の勤務形態 

母親が平日日中以外の勤務があるとした場合の形態別の回答割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シ ひとり親世帯の状況 

 

 

 

  ひとり親世帯の割合 

世帯構成でひとり親世帯であった割合 

 

 

 

 

   小学生   中学生   高校生 

●小学生、中学生、高校生のそれぞれの保護者の状況をみると、いずれも生活困窮層に 

おけるひとり親の割合が高くなっています。 

37.2%

21.1%

11.8%

0% 50%

34.6%

23.2%

10.0%

0% 50%

困窮層

周辺層

非生活困難層

45.3%

18.5%

10.4%

0% 50%

9.5%

8.2%

9.6%

11.2%

9.2%

7.8%

8.9%

7.2%

6.3%

52.0%

47.6%

42.6%

33.5%

32.0%

25.6%

8.4%

7.4%

8.3%

31.3%

34.2%

42.6%

7.8%

9.6%

6.7%

0% 50% 100% 150% 200%

困窮層

周辺層

非生活困難層

母親（小学生）

11.0%

10.1%

9.8%

11.0%

8.2%

8.0%

8.0%

7.0%

5.8%

49.7%

48.2%

42.7%

36.8%

30.7%

27.6%

9.2%

8.9%

8.3%

28.8%

35.5%

42.3%

8.0%

6.6%

6.5%

0% 50% 100% 150% 200%

困窮層

周辺層

非生活困難層

母親（中学生）

8.5%

9.6%

7.8%

9.9%

8.7%

8.5%

7.3%

7.3%

5.9%

53.4%

46.7%

42.6%

41.7%

31.3%

27.8%

7.9%

5.3%

7.1%

26.8%

36.7%

42.0%

8.2%

7.6%

6.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180%

困窮層

周辺層

非生活困難層

母親（高校生）

早朝

（５時～８時）

夜勤

（２０時

～２２時）

深夜勤務

（２２時

～５時）

土曜出勤 日曜・祝日

出勤

その他 平日の

日中以外の

勤務はない

無回答
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ス 保護者の相談先 

 

 

 

 

 

保護者が、子育てや暮らし、自分自身のことなどで困ったり、悩んだときに相談する

相手 

 

49.5%

57.6%

21.3%

52.5%

3.9%

28.4%

2.2%

16.9%

2.2%

0.5%

6.1%

1.0%

0.7%

0.5%

5.9%

0.5%

5.6%

0.7%

0.2%

0.7%

6.4%

0.7%

3.7%

2.2%

66.5%

66.3%

29.4%

66.0%

3.0%

35.1%

2.0%

21.3%

3.4%

0.4%

3.2%

0.0%

0.0%

0.0%

5.7%

1.2%

4.4%

0.5%

0.7%

0.4%

1.6%

1.6%

2.5%

1.8%

84.5%

72.6%

28.0%

66.4%

4.7%

39.1%

1.9%

21.9%

3…

0.6%

3.1%

0.4%

0.1%

0.3%

5.7%

0.4%

4.8%

0.4%

0.4%

0.3%

0.4%

0.5%

1.7%

2

0.0% 100.0% 200.0%

配偶者

親

その他の親族

友人、知人

地域の人

職場の人

放課後児童クラブの指導員

学校の先生

スクールカウンセラー

スクールソーシャルワーカー

行政機関

民生委員・児童委員

社会福祉協議会

公民館・隣保館等の職員

医療機関

電話相談

インターネットのサイト

インターネット上の友人

民間のカウンセラー等の専門家

民間の子育て支援団体

相談できる相手がいない

その他

相談しようと思わない

無回答

小 学 生

困窮層 周辺層 非生活困難層

●生活困難層、非生活困難層のいずれも、相談先として配偶者、親族、知人等の身近な相談

先が多く、相談支援機関の割合が低くなっているが、その他の相談先として、インターネ

ットのサイトの利用が見られます。 

●「相談相手がいない」、「相談しようと思わない」との回答が困窮層において特に多くなっ

ています。 
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40.8%

53.1%

23.1%

56.8%

2.1%

25.2%

0.8%

12.9%

1.3%

0.8%

4.8%

1.1%

1.1%

0.0%

4.8%

0.8%

4.3%

0.5%

0.5%

0.5%

4.6%

1.3%

5.4%

2.4%

71.1%

62.5%

26.0%

63.2%

4.0%

37.2%

0.6%

15.3%

3.4%

0.9%

3.6%

0.4%

0.2%

0.2%

3.8%

0.9%

4.5%

0.0%

1.1%

0.4%

1.5%

1.1%

2.1%

2.3%

80.6%

67.1%

29.3%

64.2%

3.4%

37.6%

0.7%

17.7%

2.6%

0.2%

3.1%

0.2%

0.2%

0.4%

5.5%

0.4%

4.4%

0.2%

0.7%

0.3%

1.3%

0.7%

1.7%

2.6%

0.0% 100.0% 200.0%

配偶者

親

その他の親族

友人、知人

地域の人

職場の人

放課後児童クラブの指導員

学校の先生

スクールカウンセラー

スクールソーシャルワーカー

行政機関

民生委員・児童委員

社会福祉協議会

公民館・隣保館等の職員

医療機関

電話相談

インターネットのサイト

インターネット上の友人

民間のカウンセラー等の専門家

民間の子育て支援団体

相談できる相手がいない

その他

相談しようと思わない

無回答

中 学 生

困窮層 周辺層 非生活困難層
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47.8%

51.9%

22.5%

50.1%

1.5%

29.4%

0.3%

10.1%

1.3%

0.5%

4.1%

0.0%

0.8%

0.0%

4.3%

0.3%

6.3%

0.0%

0.0%

0.3%

4.8%

0.8%

7.6%

1.3%

66.1%

62.4%

32.9%

59.1%

3.5%

32.1%

1.2%

11.5%

2.2%

0.4%

5.3%

1.0%

0.6%

0.6%

4.9%

1.0%

3.3%

0.0%

0.6%

0.0%

1.0%

1.0%

2.7%

0.2%

81.8%

64.5%

32.8%

60.8%

3.5%

35.6%

0.6%

13.0%

1.4%

0.0%

3.7%

0.4%

0.2%

0.2%

5.0%

0.6%

4.8%

0.1%

0.9%

0.2%

0.5%

0.5%

2.2%

0.5%

0.0% 100.0% 200.0%

配偶者

親

その他の親族

友人、知人

地域の人

職場の人

放課後児童クラブの指導員

学校の先生

スクールカウンセラー

スクールソーシャルワーカー

行政機関

民生委員・児童委員

社会福祉協議会

公民館・隣保館等の職員

医療機関

電話相談

インターネットのサイト

インターネット上の友人

民間のカウンセラー等の専門家

民間の子育て支援団体

相談できる相手がいない

その他

相談しようと思わない

無回答

高 校 生

困窮層 周辺層 非生活困難層
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セ 子どもの相談先 

 
 

 

 

子どもが、困っていること、悩みごとや悲しいことを相談する相手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71.1%

17.4%

13.5%

3.7%

40.4%

20.1%

1.2%

1.0%

2.2%

0.2%

0.7%

1.5%

2.0%

13.7%

3.2%

66.0%

14.5%

13.2%

4.1%

45.6%

20.0%

0.7%

1.2%

0.4%

0.0%

0.4%

2.5%

2.5%

15.4%

2.1%

67.2%

16.2%

14.4%

2.9%

44.2%

20.0%

0.9%

1.6%

1.2%

0.3%

0.7%

2.3%

1.6%

15.4%

2.8%

0.0% 100.0% 200.0%

親

兄弟

祖父母

親戚（おじ・おばなど）

友だち

学校の先生

放課後児童クラブの先生

塾や習いごとの先生

その他の身近な大人

電話相談

ＳＮＳ相談

その他

相談できる人はいない

相談しようと思わない

無回答

小 学 生

困窮層 周辺層 非生活困難層

●生活困難層では、徐々に相談できる人がいなくなり、相談しようとは思わないが増えてい

くという傾向になっている。電話相談の利用割合は低く、ＳＮＳ相談の利用が増えていま

す。 
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44.5%

12.9%

6.2%

1.6%

54.2%

13.4%

2.1%

1.6%

0.3%

6.4%

1.9%

2.7%

21.2%

8.0%

52.5%

15.8%

9.2%

3.4%

56.8%

17.2%

3.6%

1.1%

0.4%

3.6%

1.1%

2.3%

19.2%

5.5%

54.2%

15.8%

8.6%

1.7%

58.4%

13.0%

3.3%

0.9%

0.2%

3.2%

1.5%

1.2%

19.6%

5.4%

0.0% 100.0% 200.0%

親

兄弟

祖父母

親戚（おじ・おばなど）

友だち

学校の先生

塾や習いごとの先生

その他の身近な大人

電話相談

ＳＮＳ相談

その他

相談できる人はいない

相談しようと思わない

無回答

中 学 生

困窮層 周辺層 非生活困難層

48.1%

16.2%

4.1%

1.5%

61.0%

14.7%

0.5%

3.0%

0.5%

4.1%

1.5%

3.3%

19.7%

3.0%

50.7%

16.6%

7.8%

1.4%

66.9%

13.5%

2.9%

2.2%

0.2%

3.9%

1.6%

2.0%

15.5%

3.9%

54.8%

17.3%

7.0%

2.0%

68.5%

12.6%

3.2%

1.7%

0.5%

4.4%

1.7%

2.0%

16.5%

2.4%

0.0% 100.0% 200.0%

親

兄弟

祖父母

親戚（おじ・おばなど）

友だち

学校の先生

塾や習いごとの先生

その他の身近な大人

電話相談

ＳＮＳ相談

その他

相談できる人はいない

相談しようと思わない

無回答

高 校 生

困窮層 周辺層 非生活困難層
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ソ 家計の逼迫（世帯構成別） 

 

 

 

世帯構成別の家計の逼迫状況（経済的な理由で、公共料金や家賃を支払えなかった経験

や食料・衣類を買えなかった経験などの７項目のうち、１つ以上に該当）の割合 

 

 

 

17.9%

15.1%

41.4%

31.9%

23.4%

23.4%

33.0%

75.1%

77.8%

49.0%

60.2%

66.0%

62.5%

49.5%

7.0%

7.1%

9.7%

7.8%

10.5%

14.1%

17.5%

0.0% 100.0%

ふたり親世帯（二世代）

ふたり親世帯（三世代）

母子世帯（二世代）

母子世帯（三世代）

父子世帯（二世代）

父子世帯（三世代）

その他世帯

小 学 生

該当 非該当 その他

19.0%

16.6%

45.9%

30.5%

24.8%

29.5%

31.2%

74.1%

75.8%

46.2%

63.8%

66.9%

57.4%

56.0%

7.0%

7.6%

7.9%

5.7%

8.3%

13.1%

12.8%

0.0% 100.0%

ふたり親世帯（二世代）

ふたり親世帯（三世代）

母子世帯（二世代）

母子世帯（三世代）

父子世帯（二世代）

父子世帯（三世代）

その他世帯

中 学 生

該当 非該当 その他

20.9%

15.5%

38.7%

31.3%

22.6%

14.9%

21.0%

70.6%

75.3%

46.7%

53.7%

65.0%

71.6%

57.1%

8.5%

9.2%

14.6%

15.0%

12.4%

13.5%

21.9%

0.0% 100.0%

ふたり親世帯（二世代）

ふたり親世帯（三世代）

母子世帯（二世代）

母子世帯（三世代）

父子世帯（二世代）

父子世帯（三世代）

その他世帯

高 校 生

該当 非該当 その他

●世帯構成別の家計の逼迫状況を見ると、子どもの年齢にかかわらず、二世代で暮らす母子

世帯の困窮度が高くなっています。 
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３ 島根県における体制 

ここでは、子どもの貧困対策に関わる、県内の主な体制について整理します。 

（１）福祉部門など行政の体制 

ア 市町村 

（ア）福祉事務所 

福祉事務所は、社会福祉の第一線を担う行政機関であり、島根県では、すべての市

町村が設置しています。 

福祉事務所は、生活保護法のほか、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、

老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法を所管します。社会福祉主事 

資格を有する職員等が配置され、要援護者等の面接、調査、保護等の措置や生活指導

を行っています。 

（イ）児童福祉部門 

市町村は、保育の実施主体として、子どもの健やかな成長のために適切な環境が等

しく確保されるよう、子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業を総

合的かつ計画的に行うとともに、子ども及びその保護者が確実かつ円滑に利用でき

るように、必要な援助や関係機関との連絡調整、その提供体制の確保等を行っていま

す。 

また、市町村は、児童相談窓口を設置し、児童の福祉に関して家族その他からの相

談に応じています。また、虐待を受けている児童や非行児童などの早期発見や適切な

支援を行うために「要保護児童対策地域協議会」を設置しています。 

（ウ）保健部門 

 市町村は、保健師を配置して、住民に対し、健康相談、保健指導及び健康診査その

他地域保健に関し必要な事業を行っています。 

保健師は、乳幼児や妊産婦、成人、高齢者、障がい者など幅広い年齢層を対象とし

て、身近な保健・福祉・サービスを担っています。 

（エ）生活困窮者自立支援相談機関 

島根県では、すべての市町村が自立相談支援機関を設置しています。（平成 27 年

度から。） 

自立相談支援機関は、生活保護に至る前の段階の経済的困窮者を対象に、包括的・

継続的な寄り添い型の相談支援を行い、他の機関と連携しながら、家計の問題、住居

の確保、就労など、課題の解決や生活再建を支えます。 

また、就労準備支援、一時生活支援、家計改善支援、子どもの学習支援等の事業を

行う自治体もあります。 

 

イ 県 

（ア）児童相談所 

児童相談所は、虐待、障がい、非行、しつけなど、児童に関する様々な問題につい
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て相談に応じ、専門的な立場から、児童やその家庭について調査や心理的判定を行い、

必要な援助を行います。 

保護者の病気や死亡、子どもの家出等の事業により、子どもが家庭で生活できなく

なった場合、虐待や放任など家庭から一時的に引き離す必要がある場合、子どもの行

動が自分や他人に危害を及ぼすおそれのある場合などには、必要な期間、児童相談所

の一時保護所や児童養護施設などで一時保護を行い、中、長期的に養護が必要な児童

については、里親への委託や、児童養護施設等への入所措置を行います。 

（イ）保健所 

 県は地域保健法に基づき、保健所を設置しています。 

 保健所は、母性及び乳幼児並びに老人の保健に関する事項、栄養の改善及び食品衛

生に関する事項、精神保健や歯科保健に関する事項、感染症や環境の衛生に関する事

項など、地域住民の健康の保持及び増進に関する活動を幅広く行っています。 

（ウ）女性相談センター 

女性相談センターは、様々な問題を抱える女性について広く相談に応じています

が、ＤＶ防止法に基づく配偶者暴力相談支援センターとしての機能も担い、ＤＶに関

する相談を受けています。 

緊急に保護が必要な場合には、被害者の一時保護を行い、必要に応じて、家族状況

の調査や心理判定等を行いながら、関係機関と連携し自立に向けた支援を行います。 

（エ）心と体の相談センター 

障がい者の相談支援機関として、身体障害者更生相談所、精神保健福祉センター、

知的障害者更生相談所の三機関を統合した機関で、障がいの種類にかかわらず、障が

い者の福祉と思春期(ひきこもり)の問題や家庭や家族の悩みなど心の健康を支援し

ています。 

（オ）地域若者サポートステーション、ジョブカフェ 

地域若者サポートステーションは、若年無業者を対象に相談から自立支援まで一

貫した支援を行い、職業的自立を促進します。設置場所は、松江市と浜田市の２か所

です。 

ジョブカフェは、若年者を対象に職業相談から就職後のフォローアップまで一貫

した雇用関連サービスを提供し、若年者の県内就職を促進します。設置場所は、松江

市と浜田市の２か所です。 

 

（２）学校など教育分野の体制 

ア 教育委員会 

県及び各市町村に置かれ、学校の設置者として学校を管理しています。所管する

区域の教育方針等を定め、様々な教育施策を実施しながら、各学校の指導や支援を

行っています。また、学校における教育のほか、社会教育等についても関係機関と

連携して進めています。 
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教育委員会（県・市町村）では、特別支援学校への就学奨励に関する法律等に基

づき、障がいのある幼児、児童又は生徒の就学の特殊事情を考慮して、保護者等の

経済的負担を軽減するために就学に必要な経費を援助しています。 

また、学校保健安全法に基づき、小学校、中学校、特別支援学校小学部、中学部

に在籍する児童生徒が、感染性又は学習に支障を生ずる疾病にかかり、治療を受け

た際、生活に困窮している保護者に対して医療費助成を行っています。 

市町村教育委員会では、学校教育法に基づき、経済的な理由により子どもを小学

校や中学校に就学させることが困難な保護者に対して、学用品費、通学用品費、修

学旅行費等を援助しています。 

県教育委員会では、高等学校等就学支援金の支給に関する法律に基づき、公立高

等学校に在籍する生徒に対して、授業料に充てるための「高等学校等就学支援金」

を支給するほか、授業料以外の教育費負担を軽減するため、国公立の高校生等のい

る非課税世帯の保護者に対して、返済不要の「高等学校等奨学のための給付金」を

支給しています。 

 

イ 県 

県（総務部）では、私立学校法に基づき私立学校を所轄し、教育委員会などの各

関係機関と連携しながら、学校運営にあたり必要となるさまざまな情報の提供な

どを行っています。 

また、家庭の教育費負担を軽減するため、私立高等学校等に在籍する生徒等に対

して、授業料に充てるための「高等学校等就学支援金」を支給するほか、生活に困

窮している者の就学を援助するため、私立高等学校等に在籍する生徒の授業料を

減免する事業を行っている学校法人等に対し、「私立高等学校等授業料減免事業補

助金」を交付しています。また、授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生

等のいる非課税世帯の保護者に対して、返済不要の「高等学校等奨学のための給付

金」を支給しています。 

 

ウ 学校 

子どもの発達段階に応じて、社会的自立に向けて身に付けるべき基礎・基本の習

得、目的意識を持って主体的に学習する態度等を育成するため、体系的・組織的に

教育を行っています。特に、学校生活を送る上で困難を抱える子どもに対しては、

スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラー等も活用しながら、教育相

談や関係機関と連携した支援を行っています。 

また、経済的支援に関する各種援助制度の申請・相談窓口となっています。 

 

エ 教育事務所 

県教育委員会の区域ごとの教育事務を執行する機関として、県内５か所に設置
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しています。市町村教育委員会と連携し、教科指導や生徒指導などの面で市町村立

小中学校に指導、助言を行っています。また、管内における社会教育等に関して、

指導助言を行っています。 

 

オ 教育センター 

県内の教職員に対して、児童生徒への指導方法など各種研修を実施しています。 

また、相談スタッフ等を配置し、児童生徒、保護者及び教職員の教育相談に対応

しています。 

 

（３）民間団体、地域の活動 

ア 民間団体、地域の活動 

    県内では、多くの住民グループやＮＰＯが、地域における子育て支援や、生活上の

課題を有する子ども・若者への支援活動を行っており、子どもの居場所や子ども食堂

における食事支援や学習支援の取り組みも、近年増えつつあり、地域によっては活発

に課題に取り組まれているところもあります。 

また、不登校児童・生徒の学習の受け皿となる、フリースクールなどの活動も進み 

   つつあります。 

    さらに、各地域では、文化伝承やスポーツ、環境整備など多様な活動が、住民主体

で行われており、こうした活動も、子どもの健全な育成において大きな役割を果たし

ています。 

 

イ 社会福祉協議会 

社会福祉協議会は、県及び各市町村を単位として、地域住民、社会福祉関係者、保

健・医療・教育など関係機関の参加・協力のもと設置された社会福祉法人です。 

生活福祉資金貸付などの社会福祉事業、相談活動、ボランティアや市民活動の支援、

民生委員・児童委員の活動支援、共同募金運動への協力など、さまざまな場面で地域

の福祉増進に取り組んでいます。 

また近年、入居債務保証事業など生活困窮者支援の新たな取り組みも積極的に行

っています。 

 

ウ 島根県母子寡婦福祉連合会 

島根県内の母子・父子家庭、寡婦の自立促進と福祉向上を図ることを目指して、各

種研修会等を通じて、ひとり親家庭等がおかれている現状や課題について意見交換

を行い、関係団体との連携を深める活動を行っています。 

     母子・父子福祉センター（県委託事業）として、ひとり親家庭等の各種相談に応 

じるとともに、生活指導及び生業の指導などを行います。 

     母子家庭等就業・自立支援センター（県委託事業）として、ひとり親家庭等の自 
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立支援を図るため、個々のひとり親の抱える困難に応じ、母子・父子自立支援プログ 

ラムを策定するなど、きめ細やかで継続的な自立・就業支援を実施しています。また、 

就業支援講習会の開催や、就業情報の提供、無料職業紹介など一貫した就業支援サ 

ービスを行っています。 

      県内各地での巡回相談も実施しています。 
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第２ 子どもと保護者を支援する上での課題 

 

  島根県では、「島根県子どものセーフティネット推進計画」を策定し、平成 27 年度か

ら子どもの貧困対策を進めてきました。その各事業の実施状況と令和元年度に実施した

「島根県子どもの生活に関する実態調査」（以下「実態調査」という。）の結果から、次

の点が課題として考えられます。 

 

 １ 問題の発見・介入 

     子どもやその家庭が抱える課題はより複雑化しています。その支援のためには教育

や福祉などの行政機関のみでなく、幅広く関係機関や地域とのネットワーク等を構築

していく必要がありますが、情報の共有等が必ずしも十分ではない実態があります。 

   さらに、その課題は、経済的困窮だけでなく、子どもや保護者の疾病・障がい、生活 

  を営む上での必要な知識の不足や周囲との関係の希薄化など、様々な生きづらさから 

生じるものもあることを理解する必要があります。 

また、支援につながった時点で既に問題が重篤化している事例もあり、できるだけ早 

期の発見・介入が必要と考えられますが、そのためには、どのように課題を把握し、適 

切な支援につなぐのかが大きな課題です。 

 

 ２ 保護者等への適切な支援 

   子どもの貧困は、保護者やその他の世帯員の複合的課題と結びついています。 

   経済的困難は保護者等にとって大きな悩みや不安となり、それが子どもの情緒に影 

  響を及ぼすことも考えられます。 

   実態調査の結果からも、家庭の経済状況が子どもの自己肯定感や自己有用感に影響

を及ぼしていることが見て取れます。 

     また、生活困窮層の保護者ほど相談先が少ない状況であり、場合によっては周囲から

その世帯が孤立していく状況もあるため、適切に支援することで、子どもの心身の安定

や成長につながっていくと考えられます。 

   さらに、保護者自身、自らの生活を律する意欲に乏しい事例や、家計のやりくりが未

熟な事例や、支援制度への理解が不十分であることから、利用できていない状況もあり

ます。 

 

 ３ 子どもへの支援のための環境づくり 

   実態調査の結果から、生活困難層の子どもの様々な体験機会の少なさや子どもの居

場所に対するニーズの高さ、学びに対する支援が必要な子どもの存在などが見えてき

たことから、現在までの取り組みに加えて、困難を抱える子どもやその世帯を支援する

ための環境づくりを、行政機関だけでなく、民間の関係機関や団体、地域等とともに進

めていく必要があります。 
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   しかし一方では、人口減少や少子高齢化が進む中、支え合う力が弱くなっている地域

もあり、その中で子どもたちを支援していくためには、その世帯に加えて、取り巻く地

域、県・市町村等の行政機関や民間団体等がそれぞれの役割を理解しながら連携してい

く必要があります。 

そのためには、県内における、子どもの貧困と支援の必要性に対する理解を更に進め 

ていくことが課題です。 

 

４ 関係者間の連携、施策の周知 

問題が複合化した場合は、単一の支援機関や制度では限界があり、制度を横断し関係

機関が連携を取って対応する必要があります。 

貧困の状況にある子どもやその家庭が、子どもの貧困に関係する制度を知らなかっ

たり、手続きがわかりにくいため、制度利用に至らない事例をなくし、個々の困窮世帯

の状況に応じ、多方面にわたる制度を確実に利用出来るための体制づくりが必要です。 

 

ま  と  め 

 

○県内では、生活保護を受けている子どもやひとり親家庭の子どもの割合は、前回の計画 

 策定時よりもわずかに減少しています。 

   しかし、県全体の児童生徒数が減少する中、就学援助を受ける子どもの割合は、凖要 

 保護世帯の子どもの割合が増加していることから増加傾向にあります。 

   また、実態調査の結果では、貧困を抱える子どもやその世帯に必要な支援が届いてい 

 ない状況が現れており、「子どもの貧困」の実態が改善しているとは言えません。 

○以上により、「子どもの貧困対策」を進めていくためには、「問題の発見・介入」「保護

者等への適切な支援」「子どもへの支援のための環境づくり」「関係者間の連携、施策の周

知」などの課題に対処していく必要があります。 
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第２章 島根県における子どもの貧困対策 

 

第１  基本方針 

 

島根県における子どもの貧困対策は、次の基本方針によることとします。 

 

１ 発見から保護・支援につなぐ体制の整備 

 子どもの貧困状態に気づき、それぞれの状況に応じて、子どもや保護者等への適切な保

護や支援につなぐため、教育、福祉、雇用など部門を超えた連携体制の構築を進めます。 

 

（学校プラットフォームについて） 

教育の支援では、学校を地域に開かれたプラットフォームと位置づけ、福祉等の専門職 

と連携・協働しながら子どもを支援することが必要です。 

困難を有する子どもの発見から保護・支援につなぐために、「学校プラットフォーム」 

 の視点を持ちながら、それぞれの関係機関が連携・協働し、子どもの支援につなげるため 

の連携強化を進めます。 

 

２ 子どもの健全な成長に対する支援 

   子どもが抱えている現在の不安や困難を取り除くとともに、心身共に健全に成長で

きる環境づくりを行います。 

 

３ 保護者等に対する支援 

 保護者等に対しては、家庭が子どもにとって真に安心できるものとなるよう、保護者等

が、直面する課題に自ら主体的に取り組み、解決していけるような支援を行います。 

 

 ４ 子どもの居場所に対する支援 

   地域での関わりや体験機会が減少している子ども達のために、学習や様々な体験・交

流活動の機会を提供することのできる、地域での「居場所」づくりを進めます。 

 

５ 子どもの学びに対する支援 

   家庭の状況にかかわらず、学ぶ意欲と能力のある全ての子どもが質の高い教育を受 

け、能力・可能性を最大限伸ばしてそれぞれの夢に挑戦できるように支援します。 

 

６ 対策推進のための体制整備 

県や市町村が緊密に連携し、子どもの貧困対策を着実に推進するための体制を整備 

します。 
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この６つを基本方針とし、必要な施策を進めることにより、「子どもの貧困」に気づ

き、支え、未来へつなぐためのセーフティネットを広げていくことを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

気づき、支え、未来へつなぐ 

子どものセーフティネット 
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その２：気づき（２） 

 

児童福祉担当、生活保護担当、保健師、スクールソーシャルワーカー、主任保育士、民

生委員（児童委員）が情報交換をした結果、世帯員それぞれについて、次の事柄が判明し

た。 

 

●Ｍ子［保護者］（43） 

 ３年前に夫と離婚し、地元に帰ってアパート住まいをしている。 

近くに住む母の介護をしており、就労が短時間かつ細切れになる。そのため収入が低い

ようだ。児童扶養手当は受けている。 

一時期「うつ」で受診していたが最近は不明。仕事は午後から夜にかけて、レジ打ちや、

弁当工場などの掛け持ち。 

 生活保護の相談に来たことがあるが、貯金が多少残っており、直ちに保護には至らな

い。 

 そのほか、自宅にはゴミを大量に溜めているらしい。 

●Ｃ男［長男］（17） 

 高校になじめず 1 年生で中退するが未就業。家でゲームをしたり、国道沿いのスーパ

ーで時間を潰したりしている。非行は特にない。中退後の状況を把握する「連絡調整員」

が時おり訪問し、ようすを把握している。 

●Ａ子［長女］（14） 

 中学２年。家庭の経済状況や学力低下から、あきらめのような感情を見せる。このまま

ではさらに学校から離れていくことが心配される。 

●Ｂ子［次女］（５） 

 保育所通所。他の子どもをよく叩いたりしており、母親はそのことでかなり悩んでい

る。Ａ子と同じ時期から欠席が増えている。 

●Ａ子の祖母（別世帯）（72） 

 膝が悪く身体介護を要する。要介護認定やサービス利用をしていない。他人による介護

を好まないことに加え、本人負担を気にしているようだ。 

  

 ネグレクトはまだ深刻ではないようだが、このままでは家庭が行き詰まることが懸念

される。保護者は、周囲と打ち解けにくい性格。母子・父子自立支援員、民生委員が定期

的に声を掛けるなどして見守っている段階である。 

その後、協議会では、母親と関わるための糸口をどうするかが話し合われた。 

 

 

まだ、母親の抱えている問題の全容はわからない。 
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第２ 施策体系 

 基本方針に基づき、施策体系を次のとおりとします。 

 

施策体系表 

大項目 中項目 小項目 

１ 発見から保護・支援につなぐ 

体制の整備 

（１）保護・支援が必要な子どもや 

保護者の発見 
ア 行政の各部門における発見 

（ア）福祉部門における発見 

（イ）保健部門における発見 

（ウ）早期発見のための幅広い情報収集と連携 

イ 学校、幼稚園、保育所等における発見 

ウ 発見後の対応 

（２）問題の共有と役割分担の決定 

  

ア 要保護児童対策地域協議会 

イ 生活困窮者自立相談支援機関 

（３）発見から連携へつなぐ体制 

の強化 
 子どものセーフティネット推進会議 

２ 子どもの健全な成長に対する

支援  

（１）安心の確保 

  

  

ア 社会的養護等の適切な利用と体制の整備 

イ 保育等の確保 

ウ 食育活動の推進 

エ 子どもの心理的ケア 

（２）子どもの就労等の支援 

 

ア 奨学金等の情報提供 

イ 資格等の取得や就職に関する経済的支援 

ウ ひとり親家庭の子どもや児童養護施設等の 

退所児童等に対する就労支援 

エ 若年者向けの就労支援 

オ 中学卒業後、高校中退後の進路未定者の 

状況把握と支援 

カ 特別支援学校卒業生の状況把握と支援 

３ 保護者等に対する支援 （１） 経済的困窮に対する支援 

 

 

 

 

ア 生活保護 

イ 児童扶養手当 

ウ 福祉的貸付 

エ 保育料の軽減や医療費の助成 

（２）生活の支援 ア 生活困窮者自立支援法による生活支援 

家計改善支援 
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大項目 中項目 小項目 
  

イ ひとり親家庭への生活支援 

ウ 子育てに関する悩みの相談 

エ 保護者や大人の学習機会の充実 

オ 母子生活支援施設 

カ 障がい支援に関する相談支援 

（３）就労の支援 ア 生活困窮者自立相談支援機関 

イ 生活保護 

ウ ひとり親家庭 

エ 生活保護受給者等就労自立促進事業 

オ 雇用関係助成制度の活用 

カ 安定した就労を支援し経済的な自立を実現 

キ 仕事と家庭が安心して両立できる働き方の実 

  現を支援 

ク 職業生活の安定と向上のための支援 

（４）保育等の確保【再掲】 

（５）保護者としての役割を果たすための支援 

４ 子どもの居場所に対する支援 （１）支援の必要な子どもたちに関する情報発信 

（２）地域の力を生かした居場所づくり 

（３）子どもの居場所充実のための取り組み 

５ 子どもの学びに対する支援 （１）就学に伴う経済的負担の軽減   

（２）学校教育による学力保障     

（３）地域等における学習支援 

（４）学校における就学継続のための支援   

（５）奨学金等に関する情報提供【再掲】 

（６）進学費用等に関する経済的支援【再掲】   

（７）中学卒業後、高校中退後の進路未定者の状況把握と支援【再掲】 

６ 対策推進のための体制整備 

 

（１）推進のための組織体制 ア 子どものセーフティネット推進委員会 

イ 子どものセーフティネット推進会議 

ウ  庁内連絡会 

（２）市町村との連携体制 

（３） 施策推進状況の管理 

（４）施策推進に当たって把握する統計指標等 

（５）施策推進のための成果目標 
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１ 発見から保護・支援につなぐ体制の整備 

（１）保護・支援が必要な子どもや保護者の発見 

 生活困窮者は、真に困窮しているほどＳＯＳを発しにくいと言われており、早期に困

窮状態を把握し、課題がより深刻になる前に問題解決を図ることが求められています。 

 このため、福祉をはじめとする行政の各部門や、教育機関など、子どもを取り巻く関

係者が、「子どもの貧困対策」の視点を持って、早期発見につなげていきます。 

また、その視点として「子どもの貧困」の課題は、経済的困窮だけでなく、子どもや 

 保護者の疾病・障がい、生活を営む上での必要な知識の不足や周囲との関係の希薄化な 

ど、様々な生きづらさから生じるものもあることを理解しながら支援につなげていき 

ます。 

 

 ア 行政の各部門における発見 

（ア）福祉部門における発見 

 福祉事務所や生活困窮者自立相談支援機関をはじめ、行政の福祉部門においては、

相談や支援の機会に、経済的困窮が子どもに与えている影響を把握し、課題の解決に

取り組む必要があります。 

また、民生児童委員や一般住民から生活困窮に関する情報が寄せられた際には、そ

の家庭における子どもの状況の把握をする必要があります。 

 県は、担当者会議や従事者研修等の機会を通じこの考え方を伝えていきます。 

（イ）保健部門における発見 

乳児家庭全戸訪問事業における状況把握、相談・助言、情報提供においては、経済

的困窮にも留意し、支援が必要な家庭に対し適切なサービス提供につなげます。 

また保健所や市町村保健師が関わるケースにおいても、経済的困窮が子どもに与

えている影響を把握し、課題の解決に取り組む必要があります。 

県は、担当者会議や従事者研修等の機会を通じこの考え方を伝えていきます。 

（ウ）早期発見のための幅広い情報収集と連携 

生活困窮者自立支援制度においては、各市町村で、租税や公共料金の滞納や困り事

相談など福祉以外の部門で把握した事案を支援につなげられるよう、庁内連携体制

を構築することとされており、こうした手法により子育て世帯の経済的困窮を早期

発見することが期待できます。 

また、問題を早期発見するためには、ハローワークなどの雇用就労支援機関や消費

者センター、障害者相談支援事業所や就労継続支援事業所などの障害福祉サービス

事業所、地域包括支援センター、法テラスなどの法律専門機関、医療関係機関、さら

にはライフライン事業者等との連携体制も必要です。 

県は、こうした連携体制が構築されるよう、市町村や関係機関に呼びかけていきま

す。 
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イ 学校、幼稚園、保育所等における発見 

学校や幼稚園、保育所等は多くの子どもが集う場であり、日常の指導やケア、保護

者との面談、諸費用の納入を促す際など、機会をとらえて状況を把握し、家庭の経済

的問題の早期発見や、早期支援につないでいくことが期待されます。 

幼稚園、保育所等においては、地域の子育て支援に関する資源を積極的に活用する

とともに、子育て支援に関する地域の関係機関、団体等との連携及び協力を図ります。 

学校においては、可能な諸制度の説明や手続きの支援のほか、スクールソーシャル

ワーカー等と連携を図るなど、機能する体制づくりや、地域において関係機関や福祉

部局などとの連携・協働により、困難を抱える状況にある子どもたちを早期に把握し、

生活支援や福祉制度支援につなげることができる体制づくりを検討していきます。 

 

ウ 発見後の対応 

 発見した機関において対応が完結しない場合は、関係機関と連携し、役割分担しなが

ら対応を継続する必要があります。特に複数の機関が継続的に関わる必要がある場合

は、（２）のような場を活用し、一体的な支援体制のもと対応していきます。 

 

（２）問題の共有と役割分担の決定 

複合的な課題を抱える事案については、関係機関による協議の場を設定し、情報の共有

を通じて同一の認識を持ち、それぞれの機関の機能や権限、責任を踏まえて役割分担しな

がら支援を行うことにより、よりよい支援が可能となります。 

支援を行うに当たっては、対象となる家庭の課題を適切に分析した上で、子どもに対す

る支援と保護者等に対する支援を一体として行っていく必要があるため、法律上の根拠

を有する協議会等を活用し、関係機関が連携した支援を進めます。 

 

ア 要保護児童対策地域協議会 

 虐待を受けている児童、非行児童などの要保護児童の早期発見や適切な支援を図る

ため、各市町村に要保護児童対策地域協議会が設置されています。 

要保護児童対策地域協議会は児童福祉、保健医療、教育、警察・司法などの関係機関、

団体等で構成されています。 

貧困状態にある児童について、適切な養護に欠けるなどの問題がある場合には、要保

護児童対策地域協議会を、関係機関の連携、役割分担決定の場として活用することがで

きます。 

県としては、要保護児童対策地域協議会において、家庭の経済的課題についても意識

しながら適切な対応が取られるよう、各市町村に呼びかけていきます。 

 

イ 生活困窮者自立相談支援機関 

 自立支援相談機関では、生活保護に至る前の段階の生活困窮者を対象に、広く相談を
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受け付け、家庭全体について生活課題を分析し、関係機関との調整を行った上で、自立

へ向けた支援プランを作成、実施します。この相談支援機関を核として関係機関が連携

し、役割分担を決定することが可能です。 

 県としては、支援対象家庭の子どもについても状況を把握し、適切な対応が取られる

よう、市町村や自立相談支援機関に呼びかけていきます。 

 

（３）発見から連携へつなぐ体制の強化 

貧困状態にある子どもの課題を早期発見し、確実な支援につないでいけるよう、県内の

支援体制の充実・強化を図るため、県、市町村で構成する「島根県子どものセーフティネ

ット推進会議」を設置し、次の活動を行います。 

ア 各市町村における支援体制や対策の実施状況の把握 

イ 発見・連携の充実・強化に係る検討及び普及 

ウ 県内の取り組み、先進的事例等についての情報共有 

エ 県民理解の促進、施策の周知に関する活動 

また、併せて県内関係機関等に、連携に活用できる資料等の作成・提供により、連携体 

制を推進していきます。 

 

 【例】学校と外部機関との連携イメージ図 

 

注）このイメージ図は、あくまで一例であり、貧困状態にある子どもを支援するための連携体制は、各地域の実情等

によって、それぞれ変わってきます。 
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その３：気づきから、支えへ 

 

 はじめに、役場の保健師と民生委員が、祖母の家を訪問することにした。Ｍ子は、午前と夕

方に祖母の介護をしており、その時間に合わせるためである。 

 介護のアドバイスをしながら「Ｍ子さんも子どもが多く、介護と仕事の両立は大変でしょ

う」とねぎらい「困ったことはないですか」と尋ねると、母親は断片的に、悩みを話しはじめ

た。 

●離婚前、夫のため自分名義で借金をしており、その返済が大変。電気代を滞納し、何度か送

電を止められそうになっている 

●Ａ子が欠席する日は、自分の代わりに家事をしてもらう。Ｂ子の世話もしてもらう 

●家ではＣ男と言い争いばかりで、ついＡ子やＢ子も強く叱る。Ｂ子が保育所で騒ぎを起こす

のはそのためではないか 

●仕事の掛け持ちでへとへとである。不眠で苦しいが、病院に行く時間もない 

●役場、ライフライン、医療費など滞納多数。中学校の集金もためており、担任に会いたくな

い 

 表情や話しぶりから、経済的苦しさが重圧となっているように窺われた。 

「負債や滞納、そのほか生活上の困りごとを相談できるところがある」と説明したところ、関

心を示したので、民生委員が同伴して、「生活困窮者自立相談支援機関」（この町では、社会福

祉協議会に設置）へ行くことにした。 

 

 自立相談支援機関の職員は、面接で、さらに問題の所在を掘り下げた。 

○収支の状況はかなり悪い。食品や日用品の購入にも事欠く状況。この先数か月で生活が立ち

行かなくなる。 

○児童扶養手当は、ほぼ全額が借金の返済に充てられている。アパートの家賃も高額だが、引

っ越し費用がない。 

○祖母の介護のため、就労時間が細切れになり、収入不足や心身の疲弊を招いている 

○うつの傾向があるＭ子にはきわめてつらい状況であり、それが家事や養育の不十分さ、ひい

ては子どもの不安定さにつながっている可能性がある。 

○Ｍ子なりに子どもたちの将来を心配しているが、具体的な行動は起こしていない。Ａ子につ

いても「不憫だ」と嘆くが、進学への道筋を考えているわけでもない。 

 家賃だけでなく、ムダな支出も色々あるようだ。 

○Ｍ子だけでは現状の打開が困難であり、手続き面でも助けが必要。 

 

 

さて、どのような支援が可能だろうか？ 
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２ 子どもの健全な成長に対する支援 

子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、また、貧困

が世代を超えて連鎖することのないよう、子どもが抱えている現在の不安や困難を取り

除くとともに、心身共に健全に成長できる環境づくりを行います。 

 

（１）安心の確保 

子どもに対しては、緊急性に応じて心身の安全の確保や生活の場を提供するとともに、

本来の資質を伸ばし成長していけるよう、安心で楽しい居場所が確保されるよう努めま

す。 

 

ア 社会的養護等の適切な利用と体制の整備 

・保護を要する児童については、子どもの置かれた状況や緊急性に応じ、児童相談所に

おける一時保護、児童養護施設等への入所措置、里親への委託等による養護を行いま

す。 

・児童養護施設における職員の配置に対する支援を行うとともに、里親支援担当職員の

配置を推進します。 

・家庭養育優先の原則を実現するために、里親委託率の向上を目指します。 

  ・代替養育を必要とする児童が、できる限り良好な家庭的環境において養育されるよう

に、児童養護施設等の小規模化等を進めます。 

・児童相談所職員の専門性を強化するための研修などにより相談機能を強化します。 

・児童養護施設退所者等を対象に、生活や就労に関する相談支援の体制を構築するとと

もに、特に支援の必要性が高い者に対しては、引き続き施設等で安心して生活できる

ように支援します。 

 

イ 保育等の確保 

・幼稚園、保育所等において、乳幼児期の子どもに適切な教育と保育が提供されるよう

取り組みます。 

・保育所等の整備の取り組みを支援します。 

・保育士の確保が困難な状況を解消するために、新卒保育士確保や潜在保育士の就職支

援等に取り組みます。 

・保育の質の向上のために、中堅、指導的職員等の研修と、乳児保育、障がい児保育の

担当者を対象とした専門研修等を実施します。 

・一時保育、病児保育等の事業実施や保護者の相談対応などの多様な保育サービスを提

供する市町村の取り組みを支援します。 

・学校外において安心して子どもを預けられるよう、放課後児童クラブの待機児童解消 

や利用時間延長等に向けた支援を行います。 
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ウ 食育活動の推進 

子どもの心身の健やかな成長や健康を保つために、食生活は極めて重要であり、望ま

しい食習慣の定着のため、身近なところでの食育活動を推進します。 

 

エ 子どもの心理的ケア 

・学校における児童生徒の感情や情緒面の支援を行っていくためのスクールカウンセ

ラーの配置を推進し、学校の教育相談体制の充実を図ります。 

・児童相談所において、虐待を受けた子どものカウンセリングや、障がいのある子ども

がソーシャルスキル＊を身につけるための面接等を行います。 

 

＊ソーシャルスキル：社会の中で自立し主体的であるとともに、他の人との協調を保って生きるために

必要とされる、生活上の能力。社会技能。 

 

 

（２）子どもの就労等の支援 

子どもが、その能力・適性に応じて希望する進路に進んでいけるよう、情報提供、経

済的支援、アフターケア等を行います。 

 

ア 奨学金等の情報提供 

就学のための経済的な支援制度の概要をまとめた資料を作成し、学校に配布します。

また、県ホームページで、制度の内容や問い合わせ先について情報提供を行います。 

 

イ 資格等の取得や就職に関する経済的支援 

・ひとり親家庭や低所得世帯に対して、母子父子寡婦福祉資金及び生活福祉資金制度に

より、子どもが大学、高等専門学校、専修学校等に就学するための費用を無利子で貸

付けします。また、ひとり親家庭の父母等や子どもの技能習得に必要な経費や就職等

の支度に必要な費用を無利子または低利子で貸付けします。 

・児童養護施設退所者等のうち、保護者からの経済的な支援が見込めない進学者又は就

職者に対して、生活費や家賃相当額を無利子で貸付けします。また、就職に必要とな

る資格の取得を希望する者に対して、資格取得に必要な費用を無利子で貸付けしま

す。 

  ・児童養護施設等に入所する児童の自立を支援するため、普通運転免許取得に要する 

 経費を助成します。 

・介護福祉士や社会福祉士、保育士資格を得るための修学資金を無利子で貸付します。 

 また当該資格により県内で一定期間就業した場合、償還を免除します。 

・石見・隠岐地域等の出身者が県内の保育士養成施設に進学する際の家賃等を貸与 

  します。また、保育士として一定期間就業した場合、償還を免除します。 
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ウ ひとり親家庭の子どもや児童養護施設等の退所児童等に対する就労支援 

・母子家庭等就業・自立支援事業を通じて、ひとり親家庭の子どもに対する就業相談、

就業講習会の開催、就業情報の提供などを行います。 

・児童養護施設等退所者に対して、生活相談と併せて就労相談を行います。 

 

エ 若年者向けの就労支援 

・若年者の就業を支援するため、職業相談から就職支援セミナー、職業情報の提供、職

業紹介、就職後のフォローアップまでの雇用関連サービスを１箇所で受けることがで

きる拠点として「ジョブカフェしまね」を活用します。 

・ニート等の若者無業者に対して相談から自立支援まで一貫した支援を行う「地域若者

サポートステーション」を活用し、若年無業者の職業的自立を促進します。 

・若年無業者の就労意識の向上を図るとともに、就労・定着に繋げるため、若年無業者

に県内企業等での短期及び長期の就労体験機会を提供します。 

 

オ 中学卒業後、高校中退後の進路未定者の状況把握と支援 

中学校卒業後に進学や就職先を未定とした者、高校等中退直後の進路が未定である

者、学校との関係が途絶えていく者について、その状況を把握し、関係機関との連絡調

整を行います。 

 

カ 特別支援学校卒業生の状況把握と支援 

   特別支援学校卒業生の生活、就労状況を把握し、関係機関との連絡調整を行いま 

す。  
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その４：支援のはじまり 

 

 自立相談支援機関の調整会議では、母親Ｍ子の経済的困窮と精神的行き詰まりを和らげない

と、子どもの問題が改善しないと判断された。 

 家計チェックの結果、借金や家賃負担を軽減し、各種減免制度を活用、その上でフルタイム就

労できれば、収支バランスが回復できることが分かり、本人もその方向での解決を望んだ。 

 

まず、介護の負担を軽減するため、母親に介護保険サービスを導入することとした。地域包括

支援センターへ連絡をとり、母親への説明と説得の上、要介護認定を開始。低所得者に対する利

用者負担軽減を行っている事業者を選び、デイサービスとホームヘルプがはじまると、Ｍ子の身

体的・時間的負担は大きく軽減した。 

 

負債については、法テラスへ相談を行った。過去の返済状況をみると、利息過払い金を取り戻

せる可能性があることから、弁護士に依頼し「任意整理」を進めることとした。任意整理がはじ

まると、貸金業者からＭ子への直接の督促が止った。（弁護士費用は当面「民事法律扶助制度」で

まかなう） 

 

また、町役場の徴収事務担当者が集まり、税・国保料・水道料・給食費・町立病院などすべて

の滞納を表にし、本人の申請で軽減できるものは軽減、その他のものは数年かけて分割納付する

計画を作成した。 

また、この計画を果たしていくため、「家計改善支援事業」（生活困窮者自立支援法）を受ける

ことを助言すると、Ｍ子は了解した。 

負債整理と滞納の分納が動き出すと、Ｍ子は落ち着きを取り戻し、受診を再開した。 

 

さらに、家賃負担を軽減するため、家賃の低い町営住宅へ転居することとした。入居に必要と

なる敷金・礼金は、母子父子寡婦福祉資金で借り入れることとした。問題となるのは大量のゴミ

であるが、町社協の独自事業を活用し、ボランティアと清掃業者の協力でアパートの清掃はわず

か１日で終了した。 

 

 汚れた衣服や布団は処分し、社協が声かけして集めた古着や中古の布団、電化製品が提供され

た。また、民生委員の声かけで、近所の有志が軽トラック２台を用意し、タンス運びなども手伝

ってくれたため、引っ越し費用はガソリン代だけですんだ。 

 

経済環境と心理的重圧が大きく改善され、また民生委員や周囲の人が力を貸してくれたことも

あって、Ｍ子の体調は見違えるように回復した。 
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３ 保護者等に対する支援 

子どもの貧困の背景には、保護者やその他の世帯員の複合的な課題があります。保護者

等への支援は、子どもへの支援と同等に重要であるとの認識をもって取り組みます。 

  また、支援の第一歩として、既存の公的支援制度をはじめとする様々な支援を保護者等

が理解し、確実に利用することが重要であることから、次の視点をもって取り組みを進め

ていきます。 

  ・県と市町村等が連携し、様々な広報媒体等を活用した周知方法を検討 

  ・支援が必要な子どもとその世帯を、福祉、教育等の関係機関が情報を共有しながら 

   把握し、支援につなげる体制づくり 

 

（１）経済的困窮に対する支援 

就労や生活の支援を有効に行っていく上では、家計が安定していることが重要です。 

世帯の収入に各種の経済的給付を加えて基礎的な収支を安定させるとともに、緊急時

や一時的な出費には福祉的貸付を活用するなど、制度を有効に組み合わせます。 

なお、浪費の抑制や計画的な出費など当事者の自己管理も重要であり、後述の生活支援

と連携し、保護者本人の意欲やスキルを高めることなどに留意します。 

 

ア 生活保護 

 生活保護は市町村の福祉事務所で行われていますが、県としては、生活保護法の主旨

に沿って必要な世帯に適切な保護を実施するよう、市町村に指導、助言を行います。 

 

イ 児童扶養手当 

 父母の離婚等により、父または母と生計を共にしていない児童を監護、養育している

者に児童扶養手当を支給します。平成２２年８月から父子家庭も対象となっています。 

 

ウ 福祉的貸付 

・母子父子寡婦福祉資金の貸付を希望するひとり親家庭の生活状況等を踏まえ、生活資

金や住宅の修繕費、転宅資金、医療や介護を受けるための費用など一時的な需要につい

ても貸付けを行います。 

・生活福祉資金では、これに加えて、失業者等日常生活全般に困難を抱えている者に対

し、総合支援資金として、生活再建までの間に必要な生活費用を一定期間継続的に貸付

けます。 

・この他、緊急小口資金では、一定の理由で緊急かつ一時的に生計の維持が困難になっ

た場合の少額貸付を行います。 

 

エ 保育料の軽減や医療費の助成 

保育料軽減事業、乳幼児等医療費助成事業、子ども医療費助成事業、福祉医療費助成
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事業等により子育て世帯の負担を軽減します。 

 

（２）生活の支援 

 生活困窮状態にある保護者等の生活を再建していく上では、経済的支援や、職業的自立

の支援以外にも、生活のさまざまな場面での支援が必要となります。 

その際、自己肯定感や自尊感情の低下などの可能性があることに留意し、保護者本人の

意欲や思いを尊重しながら、自ら直面する困難を解決できるよう援助していきます。 

 

 ア 生活困窮者自立支援法による生活支援、家計改善支援 

 生活困窮者自立相談支援機関では、例えば、住居探し、医療機関に同行しての症状・

治療希望の伝達、多重債務整理のための法テラス等への連絡・同行、市町村役場へ同行

しての諸手続など、本人の課題に応じ幅広い支援を行います。 

 また家計管理の支援を行う「家計改善支援事業」も任意事業として実施可能となって

います。 

 県としては、従事者研修等を通じて、相談支援の質の全県的な向上に取り組みます。 

 

イ ひとり親家庭への生活支援 

・市町村福祉事務所の母子・父子自立支援員等により、家庭での育児や家事、精神面・

身体面の健康管理等、ひとり親家庭が直面する課題に対応するための相談支援、情報提

供等を行います。 

・母子・父子福祉センター、母子家庭等就業・自立支援センターを設置し、生活支援、

法律相談、養育費相談等を実施します。また、一定の場合（疾病、冠婚葬祭、出張など）

に日常生活を支援するため、家庭生活支援員を派遣します。 

 

 ウ 子育てに関する悩みの相談 

 市町村が実施する地域子育て支援センター事業、乳児家庭全戸訪問事業等において、

様々な不安や悩みに対する相談・助言、子育て支援に関する情報提供、適切なサービス

の紹介等を行っており、県としても市町村に対し必要な支援を行います。 

 

エ 保護者や大人の学習機会の充実 

・親学プログラムを活用した家庭教育への支援を行います。また、市町村等が行う親学 

ファシリテーター養成講座を支援し、ファシリテーターの資質の向上を図ります。 

     

オ 母子生活支援施設 

 経済的に困窮する母子家庭や、子どもの養育に不安を抱える母子家庭など専門的・継

続的な支援を必要としている母子家庭の母と子を一体的に保護・支援できる母子生活

支援施設を活用しながら、自立に向けた地域での生活を支援します。 
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カ 障がい支援に関する相談支援 

   障がいに関する相談窓口として、各市町村福祉担当課のほか、福祉サービス利用等 

    の相談を行う相談支援事業所が県内に設置されています。 

   発達障がいに関する相談機関として県発達障害者支援センター（東部１か所、 

    西部１か所）が設置されており、生活上の不適応など発達障がいに関するさまざまな相 

談に応じています。 

 

（３）就労の支援 

 保護者等に対しては、必要な収入を確保できるよう、能力や適性に応じた就労支援を行

います。 

  

ア 生活困窮者自立相談支援機関 

生活困窮者自立支援機関では、就労支援員を配置し、本人の就労を支援するほか、

任意事業として、ただちに一般就労が困難な者に対して前段階の訓練等を行う「就労

準備支援事業」が実施可能となっています。 

 県としては、一般就労が困難な者に対する就労訓練の受け皿や、中間的就労の場の

開拓について、市町村と連携しながら取り組んでいきます。 

 

イ 生活保護 

生活保護を行う福祉事務所は、就労の支援に関する問題について被保護者からの

相談に応じ必要な情報の提供、助言を行うこととされており、県としては市町村に対

し、制度の適切な運用を指導、助言します。 

 

ウ ひとり親家庭 

・ひとり親家庭に対しては、母子・父子福祉センター、母子家庭等就業・自立支援セ

ンターにおいて、就業支援（無料職業紹介、就業相談、講習会・セミナー）等を実施

します。また、一定の場合（技能習得のための進学・就職活動など）に日常生活を支

援するため、家庭生活支援員を派遣します。（一部再掲） 

・市町村福祉事務所が実施する自立支援教育訓練給付金事業及び高等職業訓練促進

給付金事業等について、ひとり親家庭の親の就業をより効果的に促進するため、関係

機関との連携を図り、必要な支援・給付を実施するよう働きかけていきます。 

   ・ひとり親家庭の多様なニーズに対応し、家庭の事情に応じた支援メニューを適切に

組み合わせて、総合的な支援を実施するため、また、市町村福祉事務所の窓口に就業

支援の専門性を確保するため、地域の実情に応じて「就業支援専門員」を配置するな

ど、母子・父子自立支援員等と連携した総合的な支援体制を構築・強化するよう市町

村に働きかけていきます。 

   ・また、ハローワークやマザーズコーナーと連携し、個々のニーズに応じたきめ細か



61 
 

な就労支援を行います。 

 

 エ 生活保護受給者等就労自立促進事業 

生活保護受給者、生活困窮者自立相談支援の対象者、児童扶養手当受給者等につい

て、自治体等とハローワークが連携し、就労支援を集中的に行う「生活保護受給者等

就労自立促進事業」を実施します。 

 

オ 雇用関係助成制度の活用 

ひとり親家庭の親等が子どもを育てながら働くことができる雇用の場を確保する

ため、特定求職者雇用開発助成金やトライアル雇用助成金等の雇用関係助成金制度

について、関係機関と連携のうえ広く周知を図ります。 

 

 カ 安定した就労を支援し経済的な自立を実現 

    生活困窮層の保護者に非正規雇用の割合が高いことから、正規雇用への転換を促

進して職業生活の安定と向上に資するよう、必要な技能及び知識が習得できる職業

訓練機会を保護者へ提供して、安定した就労の実現を支援します。 

 

 キ 仕事と家庭が安心して両立できる働き方の実現を支援 

    保護者が子どもを育てながら安心して働き続けることができるよう、長時間労働

の是正や多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保など

働き方改革に対応した職場環境の整備を支援します。 

 

 ク 職業生活の安定と向上のための支援 

   ・就労を希望する女性の相談窓口を設置し、能力や経験などを活かして多様な働き方

ができるよう、ワンストップの支援を行います。 

   ・女性が働き続けやすく、活躍する職場環境を促進するための支援を行います。 

   ・出産後も離職することなく仕事を続けることができるとともに、子育てしやすい職

場環境を整えるために、中小・小規模事業者に奨励金を支給します 

 

（４）保育等の確保（一部再掲） 

・乳幼児期の子どもの保護者が就労できるよう、幼稚園・保育所等、適切な教育と保育

の場を確保します。 

・一時保育、病児保育等の事業実施や保護者の相談対応などの多様な保育サービスを提

供する市町村の取り組みを支援します。 

・学校外において安心して子どもを預けられるよう、放課後児童クラブの待機児童解消

や利用時間延長等に向けた支援を行います。 
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（５）保護者としての役割を果たすための支援 

 保護者は、家庭の運営や、子どもとの関わりなど、それぞれの家庭で求められる役割を

果たす上で、悩みや難しさを抱えている場合があります。支援を行うに当たっては、これ

らの悩み等に応じ、保護者としての役割を自ら果たしていけるよう、助言・指導等を行う

ことが必要です。 
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４ 子どもの居場所に対する支援 

困難な状況を抱える子どもやその世帯が社会から孤立することがないよう、地域 

   全体で支援していくために、子どもたちが 安心して過ごせる居場所を提供する取り 

   組みを地域や県・市町村等の行政機関、民間団体等が連携しながら進めていきます。 

   

 （１）県・市町村の取組み 

  ア 子どもの居場所づくりに対する理解の促進 

     子どもたちを地域全体で支えていくために、子どもの居場所を確保し、困難な状 

    況を抱える子どもや保護者への支援の輪を拡げていくため、様々な周知の機会等 

    を活用し意識の醸成を図っていきます。 

  イ 子どもの居場所充実のための取り組み 

     県と市町村等が連携しながら、子どもの居場所の充実やネットワークづくりを 

    推進していきます。 

 

 （２）地域等による支援のための取組み 

  ア 子どもは、保護者や学校だけでなく、地域によって見守られ、育てられています。 

    支援に当たっては、地域コミュニティやボランティア、ＮＰＯの活動など、地域の

資源の活用についても、関係機関に呼びかけます。 

 

  イ 地域住民の参画により、放課後等に子どもたちの安全・安心な活動場所を確保し、 

   学習や様々な体験・交流活動の機会を提供する、放課後子ども教室の活動を支援しま

す。 

 

  ウ 民生委員・児童委員は地域における子どもの健全育成を担っており、引き続き問題 

の発見や見守り、支援への参画を求めます。 

 

  エ 地域住民や民間団体、企業など様々な主体が参画した創意工夫による子育て支援

を市町村と連携して提供します。 
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５ 子どもの学びに対する支援 

   子どもが家庭の経済状況に左右されず現在の学業を継続でき、また、様々な学習支 

  援が受けられ、その能力・適性に応じて希望する進路に進んでいけるよう、情報提 

供、経済的支援、アフターケア等を行います。 

 

（１）就学に伴う経済的負担の軽減 

    就学に伴う費用については、就学援助、特別支援教育就学奨励費、高等学校等就学

支援金、高等学校等奨学のための給付金等の制度により負担軽減を行います。 

 

（２）学校教育による学力保障 

    児童・生徒が夢や希望の実現に向かって努力し、将来、社会で自立していく上で必

要となる学力を育成するため、少人数の習熟度別指導や、自学教室での学習への対応

などのきめ細かな学習指導を推進します。 

  

（３）地域等における学習支援 

  ・放課後子ども教室や地域未来塾等の取り組みを推進し、放課後等の学習支援の充実を

図ります。 

    ・県は、市町村と連携しながら、地域における居場所等での学習支援など、支援の受け

皿となる取り組みを進めていきます。 

    ・生活保護世帯の子どもを含む生活困窮世帯の子どもを対象に、生活困窮者自立支援 

   法に基づき、学習支援事業を実施します。 

  ・ひとり親世帯の子どもを対象に、母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき、学習支援

事業を実施します。 

  ・児童養護施設等で暮らす子どもに対する学習支援の充実を図るとともに、学習支援ボ

ランティア事業を通じ、子どもの心に寄り添うピア・サポートを行いつつ学習意欲喚

起や教科指導等の支援を推進します。 

  ・県は、担当者会議等の機会を通じ、適切な対応が取られるよう関係機関に働きかけ 

   ていきます。 

 

（４）学校における就学継続のための支援 

  ・高校中退を防止するため、課題を抱える高校生が意欲を持って学校生活を送ること 

   ができるよう、生徒一人一人の課題に応じた教育相談や進路相談の充実を図ります。 

  ・家庭の経済的事情等による高校の転学者等については、関係する学校間で情報を共 

   有し緊密な連携を図ります。 

  ・高校等中退者については、復学や再入学による学び直しの道を閉ざさないよう、学 

   校と関係機関による情報共有に努めます。 
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（５）奨学金等に関する情報提供【再掲】 

    就学・修学・就職のための経済的な支援制度の概要をまとめた冊子を作成し、学校

に配布します。また、県ホームページで、制度の内容や問い合わせ先について情報提

供を行います。 

 

（６）進学費用等に関する経済的支援【再掲】 

    ・ひとり親家庭や低所得世帯に対して、母子父子寡婦福祉資金及び生活福祉資金制度 

   により、子どもが大学、高等専門学校、専修学校等に就学するための費用を無利子で 

貸付けします。また、ひとり親家庭の父母等や子どもの技能習得に必要な経費や就職 

等の支度に必要な費用を無利子または低利子で貸付けします。 

  ・児童養護施設退所者等のうち、保護者からの経済的な支援が見込めない進学者又は就

職者に対して、生活費や家賃相当額を無利子で貸付けします。また、就職に必要とな

る資格の取得を希望する者に対して、資格取得に必要な費用を無利子で貸付けしま

す。 

 

（７）中学卒業後、高校中退後の進路未定者の状況把握と支援【再掲】 

   中学校卒業後に進学や就職先を未定とした者、高校等中退直後の進路が未定である

者、学校との関係が途絶えていく者について、その状況を把握し、関係機関との連絡 

  調整を行います。 

 

６ 対策推進のための体制整備 

 

（１）推進のための組織体制 

ア 計画の実施状況を評価し、推進上の課題について協議するため、民間有識者等で構

成する「島根県子どものセーフティネット推進委員会」を設置します。 

 

イ 全県的な支援体制の充実・強化を図るため、県、市町村等で構成する「島根県子ど

ものセーフティネット推進会議」を設置します。 

 

ウ 計画の実施上必要な調整を行うため、関係部局で構成する「庁内連絡会」を設置し

ます。 

 

（２）市町村との連携体制 

    子どもの貧困対策を進めるにあたっては、県と市町村が連携をとりながら進め 

   ていく必要があります。 

    「島根県子どものセーフティネット推進会議」において、情報等の共有を図るとと

もに、 市町村の「子どもの貧困対策に関する計画」の策定が進むよう、働きか 
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   けていきます。 

 

（３）施策推進状況の管理 

 施策の推進状況については、島根県子どものセーフティネット推進委員会に対して、

定期的に報告し、課題について協議していきます。 

（報告が考えられる事項） 

・（３）に掲げる統計指標等の動向 

・計画に登載した事業の実施状況 

・島根県子どものセーフティネット推進会議の検討状況 

 

（４）施策推進に当たって把握する統計指標等 

 国は大綱において３９の指標を定め、これを参考として対策を進める。県もこれに準

じ、次の統計指標を継続的に把握し、施策推進上の参考とします。 

 

ア 「生活保護を受給している子ども」、「就学援助を受けている子ども」の数等 

 

イ 大綱に示された「指標」のうち、県において保有するデータ 

 

（５）施策推進のための成果目標 

   県内の子どもの貧困対策を進めるにあたって、成果目標を次のとおりとします。 

 

  ア 子どもの貧困対策推進計画策定市町村数     １９市町村 

 

イ 子ども食堂新規開設数                       ２０箇所 
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 施策推進に当たって把握する統計指標等 

１ 「子どもの貧困率」に代わる指標 

（１） 生活保護を受給している子どもの数と比率 

（２） 就学援助の対象となる児童・生徒の数と比率（高等学校就学支援金を含む） 

２ 施策推進のための成果目標 

（１） 子どもの貧困対策推進計画策定市町村数 

（２） 子ども食堂新規開設数 

３ 「子供の貧困対策に関する大綱」の指標（島根県が把握できるもの） 

（１） 生活保護世帯に属する子供の高等学校等進学率 

（２） 生活保護世帯に属する子供の高等学校等中退率 

（３） 生活保護世帯に属する子供の大学等進学率 

（４） 児童養護施設の子供の進学率（中学校卒業後） 

（５） 児童養護施設の子供の進学率（高等学校卒業後） 

（６） ひとり親世帯の子供の就園率 

（７）  全世帯の子どもの高等学校進学率 

（８）  全世帯の子どもの高等学校中退率 

（９）  全世帯の子どもの高等学校中退者数 

（１０）スクールソーシャルワーカーによる対応実績のある学校の割合（小学校） 

（１１）スクールソーシャルワーカーによる対応実績のある学校の割合（中学校） 

（１２）スクールカウンセラーを配置する小学校の割合（小学校） 

（１３）スクールカウンセラーを配置する中学校の割合（中学校） 

（１４）入学時及び毎年度の進級時に学校で就学援助制度の書類を配布している市町村の割合 

（１５）新入学児童生徒学用品等の入学前支給の実施状況（小学校） 

 （１６）新入学児童生徒学用品等の入学前支給の実施状況（中学校） 

（１７）ひとり親世帯の親の就業率（母子世帯） 

（１８）ひとり親世帯の親の就業率（父子世帯） 

（１９）ひとり親世帯の親の正規の職員・従業員の割合（母子世帯） 

（２０）ひとり親世帯の親の正規の職員・従業員の割合（父子世帯） 

４ その他 

上記以外にも、施策推進上の参考とする数値として、「高等教育修学支援制度（給付型奨 

学金）」、「母子父子寡婦福祉資金（修学資金）」、「生活福祉資金（教育支援資金）」の 

利用者数を継続して把握。その他有効と考えられる数値の把握にも努める。 

 大綱では３９の指標が掲げられており、その中には、子どもの貧困対策を考える上で重要な「子どもの貧困率」な

ども含まれている。しかし、現在、上記の２０以外の指標は、都道府県別の数値を把握することができない。 

 そこで、島根県においては、当面、「子どもの貧困率」に代わるものとして、「生活保護」「就学援助」に関するデー

タを指標として選定し、継続的に把握していくこととする。 
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その５：未来へつなぐ 

 

 ４月になった。 

 母子・父子自立支援員は、Ｍ子の生活時間に余裕ができたことを見計らい、「Ｂ子を連れて

地域子育て支援センターへ行ってみては」と勧めた。センターでは、子育てに関する相談や、

親子の交流の場、遊びの場の提供、また、子育てサークルの活動なども行われている。 

相談をすることでＭ子は子育ての悩みが和らいだ。Ｂ子も、母親と遊んだり甘えたりする

時間がたっぷりとれ、安定を取り戻してきた。 

保育所でも、Ｍ子が送り迎えに来るときに、悩みを聞いたり、Ｂ子のようすを報告したり

した。親の前でよい行動をほめられ、Ｂ子はとてもうれしそうにした。 

こうしたことが功を奏し、Ｍ子とＢ子の関係はさらに良好になっていった。 

 

 引っ越しを機に、近くの男性が長男Ｃ男のことを気にしてくれるようになった。Ｃ男が小

学生の時、子ども神楽で笛を吹いた経験があると知り、男性は、地元神楽団の練習に誘って

くれた。さまざまな職業を持つ団員たちは、仕事の話や若い頃の体験を話してくれた。 

あるとき、農家の年配の男性が、次の田植えを手伝ってくれないかとＣ男に頼み、これが

きっかけで、Ｃ男は地域美化活動で頼りにされるなど、活動の場を持つようになった。 

夏前、Ｃ男と関わりを持っていた連絡調整員は、地域若者サポートステーションへ行くこ

とを持ちかけてみた。Ｃ男は、サポートステーションで、仕事探しをはじめてみることにし

た。働きながら、来春に通信制高校へ入学したい、とＭ子に話したのは、８月になってから

のことである。 

 

引っ越しに前後して、Ｍ子は、フルタイムでの就労をはじめていた。自動車を持たないＭ

子のために、母子・父子自立支援員とハローワークが、近くの働き先を見つけたが、これは

体調管理の上でも良いことで、無理なく家事と仕事をこなすことができていた。 

秋になり「任意整理」が終結を向かえ、約１００万円の過払い金が返ってくることになっ

た。Ｍ子は、家計改善支援員と相談し、一部を滞納の繰り上げ支払いに回し、残りを子ども

たちの教育費用として貯蓄しておくことにした。 

 

秋も深まった頃、三者面談に現れたＡ子とＭ子は、担任に志望校を告げた。進学費用は、

母子父子寡婦福祉資金でまかなう。Ａ子は、将来地元で保育の仕事をしたいと希望を語った。

Ｍ子は「来春には、子どもが三人とも入学で大変です」と笑った。 

面談が終わると、ふたりは保育所でＢ子を迎え、近くの氏神さんに向かった。今夜は秋祭

りの神楽があり、そこでＣ男が笛を吹くことになっていたからである。 
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対策推進のための体制整備（イメージ図） 

  

○県・市町村で構成 

○貧困状態にある子どもや保 

護者を早期に発見し、確実 

な支援につないでいけるよ 

う、全県的な支援体制の充 

実・強化を図る 

市町村 

○民間有識者等で構成 

○計画の実施状況を評価し、推進上の課題 

について協議する 
県 

子どものセーフティネット推進会議 

○庁内連絡会を設置 

○計画の実施上必要 

な調整を行う 

○発見から支援までが円滑に進むよう、「子どもの貧困」について、県内の関係者が認

識と情報を共有していくことが必要 

■推進会議の活動 

○各市町村における支援体制や対策の 

実施状況の把握 

○発見・連携の充実・強化に係る検討 

及び普及 

○県内の取り組み、先進的事例等に 

ついての情報共有 

○県民理解の促進に資する啓発活動 

子どものセーフティネット推進委員会 

■県から委員会に対する報告 

◯統計指標等の動向 

◯計画に登載した事業の実施状況 

◯「子どものセーフティネット推進会 

議」の検討状況 

庁内連絡会 

市町村 

市町村 

市町村 

市町村 
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第３章  事業計画 

 

 第２章の施策体系における各事業は、次のとおり実施します。 

 

１ 発見から保護・支援につなぐ体制の整備 

（１）保護・支援が必要な子どもや保護者の発見 

 ア 行政の各部門における発見 

（ア）福祉部門における発見 

事 業 名 生活困窮者自立相談支援事業（機関の設置、早期発見） 

概  要   現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある

者に対し、就労の支援その他自立に関する問題について、包括的・一元的に対応する

窓口を設置し、相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行います。 

 自立相談支援機関は、訪問支援などアウトリーチを含めた対応に努めます。この場

合、地域内の関係機関のネットワーク強化を図り、生活困窮者の早期発見に努めます。 

担 当 課 地域福祉課 実施主体 市町村 

 

事 業 名 困難を有する子ども・若者支援事業（ネットワーク強化支援事業） 

概  要 様々な困難を抱える子ども・若者の総合相談や支援、関係機関・団体との連携を強

化するために、松江・出雲・浜田・益田を中心とした圏域ネットワークを整備します。 

担 当 課 青少年家庭課 実施主体 市町村 

  

事 業 名 子どもと家庭相談体制整備事業（子どもと家庭電話相談） 

概  要 児童を有する家庭の悩みや問題などについて専門知識を持つ相談員が電話で相談

を受け、早期に適切な援助を行います。 

担 当 課 青少年家庭課 実施主体 市町村 

 

事 業 名 子どもと家庭相談体制整備事業（市町村相談体制支援事業） 

概  要 市町村や児童相談所等において、児童虐待をはじめとする児童家庭相談や支援活動

を行う職員等の資質向上と専門性の維持を図るための講習会を実施し、児童相談体制

の充実を図ります。（児童福祉司資格認定講習） 

担 当 課 青少年家庭課 実施主体 県 
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事 業 名 民生委員・児童委員 

概  要 民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、住民の立場に

立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努めています。 

児童委員は、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守

り、子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行います。一部の児童委

員は児童に関することを専門的に担当する「主任児童委員」の指名を受けています。

（なお、民生委員は児童委員を兼務しています。）   

担 当 課 地域福祉課 実施主体 厚生労働省 

 

事 業 名 民生委員活動推進事業 

概  要  民生委員の活動費を支給します。 

 また、法定単位民生児童委員協議会の活動費を助成し、活動の活性化を図ります。 

 民生委員の経験年数やテーマ等に応じた研修を実施します。 

担 当 課 地域福祉課 実施主体 県・法定単位民生児童委員協議会 

 

事 業 名 子どもと家庭相談体制整備事業（主任児童委員研修） 

概  要 地域における身近な相談窓口である主任児童委員の資質向上を図るため、講師によ

る講演、実践発表などで構成する研修会を実施するとともに全国研修会に代表を派遣

します。 

担 当 課 青少年家庭課 実施主体 県 

  

（イ）保健部門における発見 

事 業 名 母子保健専門研修事業 

概  要 健やか親子しまね計画を推進するため、母子保健に係る関係者の資質向上を図る研

修会等を実施します。 

担 当 課 健康推進課 実施主体 県 

  

事 業 名 母子保健評価検討事業 

概  要 健やか親子しまね計画推進に必要な圏域の特性に応じた検討会や研修会を行うと

ともに、市町村への母子保健事業に関する助言、支援を実施します 

担 当 課 健康推進課 実施主体 県 
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（ウ）早期発見のための幅広い情報収集と連携 

事 業 名 生活困窮者自立相談支援事業（機関の設置、早期発見）【再掲】 

概  要 生活困窮者自立相談支援事業においては、市町村の他部局（徴収部門や福祉以外の

相談窓口等）における相談や情報について、個人情報に留意しながら、適切に連携す

ることとされています。 

さらに地域の関係機関等との連携を図ることとされており、その例としては、公共

職業安定所、社会福祉協議会の相談窓口、消費者生活センター、法テラス、医療関係

機関、地域若者サポートステーション、地域包括支援センター、障害者相談支援事業

所、ライフライン事業者、個別配達などで住民の日常生活と関わる事業所、地域活動

団体や住民団体などが挙げられます。 

担 当 課 地域福祉課 実施主体 市町村 

 

イ 学校、幼稚園・保育所等における発見 

事 業 名 スクールソーシャルワーカー活用事業 

概  要 いじめ、不登校、暴力行為など生徒指導上の課題への対応や児童生徒の置かれた環

境の改善のため、教育分野に関する知識をはじめ、社会福祉等の専門的な知識・技術

を用いて支援を行うスクールソーシャルワーカーを配置し、教育相談・支援体制を整

備します。 

担 当 課 教育指導課 実施主体 県、市町村 

 

（２）問題の共有と役割分担の決定 

ア 要保護児童対策地域協議会 

事 業 名 要保護児童対策地域協議会 

概  要 虐待を受けている子どもを始めとする要保護児童の早期発見や適切な保護を図る

ため、児童福祉、保健医療、教育、警察・司法などの関係機関がその子ども等に関す

る情報や考え方を共有し、適切な連携の下でそれぞれが必要な対応をします。 

担 当 課 青少年家庭課 実施主体 市町村 

 

イ 生活困窮者自立相談支援機関 

事 業 名 生活困窮者自立相談支援事業（支援の調整）【再掲】 

概  要  生活困窮者自立相談支援機関は、本人の自立を促進するための支援方針、支援内容、

本人の達成目標等を盛り込んだプランを策定します。 

 プランには、生活困窮者自立支援法に基づく支援に加え、ほかの公的支援またはイ

ンフォーマルな支援など、本人の自立を促進するために必要と考えられる支援を盛り

込みます。また、支援調整会議を開催し、各支援機関が、プランの支援方針、支援内

容、役割分担等について共通認識を醸成します。 

担 当 課 地域福祉課 実施主体 市町村 
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（３）発見から連携へつなぐ体制の強化 

事 業 名 島根県子どものセーフティネット推進会議 

概  要  県及び市町村で構成し、県内各地域の支援体制や対策の実施状況の把握、発見・連

携方策の充実・強化に係る検討や普及、情報共有、県民理解の促進、施策の周知に関

する活動等を行います。 

担 当 課 地域福祉課 実施主体 県 

 

事 業 名 学校・福祉連携モデル事業 

概  要  学校と福祉の連携による成果を検証するとともに、さらに連携を進めていくうえで

の課題を抽出し、活用のための具体策を実証するための研究を行います。 

担 当 課 人権同和教育課 実施主体 県・市町村 

 

事 業 名 人権教育教職員研修事業（子ども支援実践講座） 

概  要 島根県教育センターの能力開発研修として、教職員の福祉に対する理解を促進し、

実践力の向上を図るための研修を行います。 

担 当 課 人権同和教育課 実施主体 県 

 

２ 子どもの健全な成長に対する支援 

（１）安心の確保 

ア 社会的養護等の適切な利用と体制の整備 

事 業 名 子どもと家庭特定支援事業（児童相談所一時保護事業） 

概  要 棄児、家出などにより適当な保護者や生活の場がない場合、虐待や放任など家庭か

ら一時的に引き離さなければならない場合、子どもの行動が自分や他人に危害を及ぼ

すおそれのある場合などに、必要な期間、一時保護所や児童養護施設などで、一時保

護を行います。 

担 当 課 青少年家庭課 実施主体 県 

 

事 業 名 施設入所児童支援事業（措置費） 

概  要 施設等に入所している児童がより一層充実した処遇を受けるとともに、一日でも早

く家庭復帰や自立が行えるように支援します。 

担 当 課 青少年家庭課 実施主体 県 
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事 業 名 施設入所児童支援事業（児童養護施設関係事業） 

概  要 代替養育を必要とする児童が、できる限り良好な家庭的環境で養育されるように、

国制度を活用して県内児童養護施設等の小規模化等に係る施設整備費の一部を助成

します。 

また、里親宅において家庭と同様の養育環境を実現するため、必要な設備整備等に

係る経費の一部を助成します。 

担 当 課 青少年家庭課 実施主体 児童養護施設等、里親 

  

事 業 名 里親委託児童支援事業 

概  要 里親登録に必要な各種研修会を実施し、家庭的養護の中心を担う里親の数を増やし

ます。里親制度の普及啓発や新規登録者の開拓、里親の養育技術の向上を目的とした

講演会等を実施します。 

里親制度の普及啓発や新規登録者の開拓、里親の養育技術の向上を目的とした講演

会等を実施します。 

里親会に里親支援機関事業を委託し、協働して、里親家庭訪問活動、里親制度の

広報啓発活動、里親・里子交流会などの事業を実施します。 

担 当 課 青少年家庭課 実施主体 県 

 

事 業 名 子育て短期支援事業（ショートステイ、トワイライトステイ） 

概  要 保護者の疾病や社会的事由等により、児童の養育が一時的に困難となった家庭の児

童の短期間の預かりや、保護者の仕事等の理由により帰宅が夜間にわたる場合や休日

の勤務等に対応する事業を実施します。 

担 当 課 子ども・子育て支援課、青少年家

庭課 

実施主体 市町村 

 

事 業 名 子どもと家庭相談体制整備事業（児童相談所職員研修） 

概  要 児童虐待に対応する職員の資質向上を図るため、児童虐待対応職員資質向上研修会

を実施します。（関係機関、施設職員にも参加呼びかけ） 

また、児童相談所内において、新任職員研修をはじめとする研修を実施するほ

か、研修機関が実施する県外研修などに職員を参加させ、職員の専門性の向上を図

ります。 

担 当 課 青少年家庭課 実施主体 県 
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事 業 名 社会的養護自立支援事業 

概  要 児童養護施設に入所する児童等の社会的自立の促進及び退所後の不安解消等のた

め、生活や就労に関する相談支援や退所者同士の交流支援等を行います。 

また、措置等解除後もやむを得ない事情により施設や里親宅で生活するための支

援を行います。 

担 当 課 青少年家庭課 実施主体 県 

 

イ 保育等の確保 

事 業 名 保育所等整備事業 

概  要 保育所等の創設、改築、修繕等の整備を行います。 

担 当 課 子ども・子育て支援課 実施主体 市町村 

 

事 業 名 一時預かり事業 

概  要 社会活動等により、一時的に家庭での乳幼児の保育が困難となる場合等に対応する

ため、保育所、幼稚園等で一時的に預かります。 

担 当 課 子ども・子育て支援課 実施主体 市町村 

  

事 業 名 病児保育事業 

概  要 保護者が就労している場合で、子どもが病気の際に自宅での保育が困難な場合に対

応するため、病気や病気回復期の児童を、病院・保育所等に付設された専用スペース

等において看護師等が一時的に保育します。 

担 当 課 子ども・子育て支援課 実施主体 市町村 

 

事 業 名 放課後児童クラブ施設整備 

概  要 放課後児童クラブを実施する施設の創設、改築、修繕等の補助を行います。 

担 当 課 子ども・子育て支援課 実施主体 市町村 

 

事 業 名 放課後児童クラブ支援事業 

概  要 放課後児童クラブの充実を図るため、待機児童解消や利用時間延長、放課後児童支

援員確保に向けた支援を行います。 

担 当 課 子ども・子育て支援課 実施主体 市町村 

 

事 業 名 新卒保育士確保支援事業 

概  要 保育士養成施設を卒業する学生を確保するために、保育士養成施設の学生を対象と

した就職説明会等を実施します。 

担 当 課 子ども・子育て支援課 実施主体 県 
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事 業 名 保育士・保育所支援センター事業 

概  要 潜在保育士への就職支援、保育所に勤務する保育士等への相談支援、保育所の潜在

保育士活用支援等を実施する保育士・保育所支援センターの設置運営に要する費用の

一部を補助します。 

担 当 課 子ども・子育て支援課 実施主体 県 

 

ウ 食育活動の推進 

事 業 名 食育推進基盤整備事業 

概  要 乳幼児期からの健康を支える「食育」については、島根県食育推進計画第三次計画

を踏まえて、身近なところでの食に関する体験の場づくりや食育推進のボランティア

の育成、ネットワーク会議、新しい生活様式に対応した食育情報の発信、市町村の取

組み支援などを推進します。 

担 当 課 健康推進課 実施主体 県 

 

エ 子どもの心理的ケア 

事 業 名 スクールカウンセラー等活用事業 

概  要 県内の公立小中高等学校及び特別支援学校にスクールカウンセラーを配置・派遣す

ることによって、児童生徒や保護者への相談支援や教職員への助言など、学校の教育

相談体制の充実を図ります。 

担 当 課 教育指導課 実施主体 県 

 

事 業 名 子どもと家庭相談体制整備事業（児童相談所職員研修）【再掲】 

概  要 児童虐待に対応する職員の資質向上を図るため、児童虐待対応職員資質向上研修会

を実施します。（関係機関、施設職員にも参加呼びかけ） 

また、児童相談所内において、新任職員研修をはじめとする研修を実施するほか、

研修機関が実施する県外研修などに職員を参加させ、職員の専門性の向上を図りま

す 

担 当 課 青少年家庭課 実施主体 県 

 

（３）子どもの就労等の支援 

ア 奨学金等の情報提供 

事 業 名 島根県子どものセーフティネット推進会議【再掲】 

概  要  県及び市町村で構成し、県内各地域の支援体制や対策の実施状況の把握、発見・連

携方策の充実・強化に係る検討や普及、情報共有、県民理解の促進、施策の周知に関

する活動等を行います。 

担 当 課  地域福祉課 実施主体 県 

 



77 
 

イ 資格等の取得や就職に関する経済的支援 

事 業 名 島根県母子父子寡婦福祉資金貸付金 

概  要 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の自立を促進するため、子どもの修学や、ひとり

親及び子どもの技能習得に必要な経費や、就職等の支度に必要な費用を無利子または

低利子で貸付けします。 

担 当 課 青少年家庭課 実施主体 県 

   

事 業 名 児童養護施設退所者等自立支援事業 

概  要 児童養護施設退所者等のうち、保護者からの経済的な支援が見込めない進学者又は

就職者に対して、生活費や家賃相当額を無利子で貸付けします。 

また、就職に必要となる資格の取得を希望する者に対して、資格取得に必要な費用

を無利子で貸付けします。 

担 当 課 青少年家庭課 実施主体 島根県社会福祉協議会 

 

事 業 名 施設入所児童支援事業（児童養護施設等入所児童自立支援事業） 

概  要  高校等卒業後の社会的自立を促進するため、就職時に有用となる運転免許資格の取

得に要する経費の一部を助成します。 

担 当 課 青少年家庭課 実施主体 県 

 

事 業 名 生活福祉資金 

概  要  低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯で、他の公的資金等の貸付を受けることが

できない世帯に対し、子どもの修学資金、保護者や子どもの技能習得に必要な経費や、

就職等の支度に必要な費用を無利子または低利子で貸付けします。 

担 当 課 地域福祉課 実施主体 島根県社会福祉協議会 

 

事 業 名 介護福祉士等修学資金貸付事業 

概  要  介護福祉士指定養成施設等、社会福祉士指定養成施設等又は実務者養成施設等に在

学し、介護福祉士又は社会福祉士の資格の取得を目指す学生に対し修学資金を貸付し

ます。 

県内で一定期間以上指定施設等において福祉士の業務に従事した場合に、貸付した

修学資金の返還を全額免除します。 

生活保護世帯またはこれに準ずる者は、入学準備金、就職準備金、生活費加算があ

ります。 

担 当 課 高齢者福祉課 実施主体 島根県社会福祉協議会 
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事 業 名 保育士修学資金貸付事業 

概  要 保育士養成施設に在学し、保育士資格の取得を目指す学生に対し修学に要する費用

を貸付します。 

県内で一定期間以上保育士の業務に従事した場合に、貸付した修学資金の返還を全

額免除します。 

担 当 課 子ども・子育て支援課 実施主体 島根県社会福祉協議会 

 

事 業 名 保育士確保のための県内進学・就職促進事業（家賃等貸付） 

概  要 石見・隠岐地域等の出身者が県内の保育士養成施設に進学する際の家賃等を貸付し

ます。 

石見・隠岐地域等で一定期間以上保育士の業務に従事した場合に、貸付した家賃等

の返還を全部免除します。 

担 当 課 子ども・子育て支援課 実施主体 島根県社会福祉協議会 

 

ウ ひとり親家庭の子どもや児童養護施設等の退所児童等に対する就労支援  

事 業 名 母子家庭等就業・自立支援事業（母子家庭等対策総合支援事業） 

概  要 ひとり親及びひとり親家庭の子どもに対し就業相談や、就業支援講習会の実施、ハ

ローワーク等と連携した就業情報の提供を行います。 

担 当 課 青少年家庭課 実施主体 県 

 

事 業 名 施設入所児童支援事業（措置費）【再掲】 

概  要 施設等に入所している児童がより一層充実した処遇を受けるとともに、一日でも早

く家庭復帰や自立が行えるように支援します。 

担 当 課 青少年家庭課 実施主体 県 

 

エ 若年者向けの就労支援 

事 業 名 若年者雇用対策事業（ジョブカフェ事業） 

概  要 若年者を対象に、職業相談から就職支援セミナー、職業訓練情報の提供、職業紹介、

就職後のフォローアップまでの一貫した雇用関連サービスを提供する拠点として「ジ

ョブカフェしまね」を設置し、若年者の県内就職を促進します。 

担 当 課 雇用政策課 実施主体 県（ふるさと島根定住財団） 

 

事 業 名 若者無業者の職業的自立支援事業 

概  要 若年無業者に対して、相談から自立支援まで一貫した支援を行う「地域若者サポー

トステーション」を設置し、若年無業者の職業的自立を促進します。 

担 当 課 雇用政策課 実施主体 県 
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事 業 名 若者未就業者就職促進事業 

概  要 県内在住の若年未就業者の就業機会を確保するため、一定期間の産業就労体験機会

の提供と体験に必要な費用の一部を助成します。 

担 当 課 雇用政策課 実施主体 地域若者サポートステーション 

 

オ 中学卒業後、高校中退後の進路未定者の状況把握と支援 

事 業 名 連絡調整員配置事業 

概  要 県東部・西部の拠点校に、それぞれ「連絡調整員」を配置し、中学校卒業直後及び

高校中退直後における、不登校による引きこもりや家居などの生徒について掌握し、

社会参加に向けての連絡調整を行います。 

担 当 課 教育指導課 実施主体 県 

 

３ 保護者等に対する支援 

事 業 名 ＳＮＳによる支援体制構築事業 

概  要  ＳＮＳを活用することにより、対象者の状態に合った支援制度の周知や相談支援へ

のつなぎを行います。 

担 当 課 地域福祉課 実施主体 県 

 

（１）経済的困窮に対する支援 

ア 生活保護 

事 業 名 生活保護の実施 

概  要  生活保護を受給する世帯に対しては、最低生活の維持に必要な扶助を行うととも

に、自立に向けた援助を行います。 

県は、法の趣旨に沿って適切な保護を実施するよう会議、研修、監査等の機会を通

じて、市町村に指導・助言を行います。 

担 当 課 地域福祉課 実施主体 市町村 

 

イ 児童扶養手当 

事 業 名 児童扶養手当 

概  要 父母の離婚等により、父又は母と生計を共にしていない児童を監護、養育している

者に児童扶養手当を支給します。平成２２年８月から父子家庭も対象となっていま

す。 

担 当 課 青少年家庭課 実施主体 市町村 
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ウ 福祉的貸付 

事 業 名 島根県母子父子寡婦福祉資金貸付金【再掲】 

概  要 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の自立を促進するため、ひとり親家庭の生活資金

や住宅資金、転宅資金など必要な経費を無利子または低利子で貸し付けます。 

担 当 課 青少年家庭課 実施主体 県 

 

事 業 名 生活福祉資金（緊急小口資金含む）【一部再掲】 

概  要 低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯で、他の公的資金等の貸付を受けることが

できない世帯に、生活資金や住宅資金、転宅資金など必要な経費を無利子または低利

子で貸し付けます。 

 また、医療費又は介護費の支払いなど臨時の生活費が必要なときなど、緊急かつ一

時的に生計の維持が困難となった場合に少額の費用を貸し付ける緊急小口資金もあ

ります。 

担 当 課 地域福祉課 実施主体 島根県社会福祉協議会 

 

エ 保育料の軽減や医療費の助成 

事 業 名 保育料軽減事業 

概  要 ３歳未満児の保育料等を軽減するために必要となる経費の一部を補助します。 

担 当 課 子ども・子育て支援課 実施主体 市町村 

 

事 業 名 福祉医療費助成事業 

概  要   重度心身障がいの方、ひとり親家庭の父母と１８歳未満又は高校３学年修了までの

子どもが、医療機関で受診された場合、医療費の一部を公費で負担します。 

担 当 課 障がい福祉課、青少年家庭課 実施主体 市町村 

 

事 業 名 乳幼児等医療費助成事業 

概  要 小学校就学前の乳幼児の入院・通院・薬局等に係る医療費、就学後２０歳未満の児

童等の慢性呼吸器疾患等 16 疾患群による入院に係る医療費を対象に公費負担助成を

実施します。 

担 当 課 健康推進課 実施主体 市町村 

 

事 業 名 子ども医療費助成事業 

概  要 小学生の入院・通院・薬局等に係る医療費を対象に公費負担助成を実施します。 

担 当 課 健康推進課 実施主体 市町村 
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事 業 名 要保護・準要保護児童生徒の医療費助成 

概  要 学校保健安全法に基づき、小学校、中学校、特別支援学校小学部、中学部に在籍す

る児童生徒の中で、感染性又は学習に支障を生ずる疾病があり、学校において治療の

指示を受けたとき、治療のための医療に要する費用について必要な援助を行います。 

担 当 課 保健体育課、学校企画課 実施主体 県教育委員会、市町村教育委員会 

 

（２）生活の支援 

 ア 生活困窮者自立支援法による生活支援、家計改善支援 

事 業 名 生活困窮者自立相談支援事業【一部再掲】 

概  要 現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある

者に対し、就労の支援その他自立に関する問題について、包括的・一元的に対応する

窓口を設置し、相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行います。 

また、支援の種類及びその内容等を記載した計画の作成など、生活困窮者の自立の

促進を図るための支援が一体的かつ計画的に行われるための援助を行います。 

担 当 課 地域福祉課 実施主体 市町村 

 

事 業 名 家計改善支援事業（生活困窮者自立支援法） 

概  要 家計収支の均衡がとれていないなど、家計に課題を抱える生活困窮者からの相談に

応じ、相談とともに家計の状況を明らかにして家計の改善の意欲を引き出したうえ

で、相談者自身の家計を管理する力を高め、早期に生活が再建されるよう、家計の状

況を明らかにして、必要な情報提供や専門的助言・指導等を行います。 

担 当 課 地域福祉課 実施主体 市町村 

 

イ ひとり親家庭への生活支援 

事 業 名 母子家庭等就業・自立支援事業（母子家庭等対策総合支援事業） 

概  要 個々のひとり親家庭のニーズに応じた子育て・生活支援や就業支援につなげられる

よう相談窓口や支援策を周知し、適切な相談対応を行うとともに、情報共有の充実に

努めます。 

担 当 課 青少年家庭課 実施主体 市町村 

 

事 業 名 ひとり親家庭等日常生活支援事業（母子家庭等対策総合支援事業） 

概  要 ひとり親家庭等が、自立のための資格取得や疾病などにより一時的に生活援助、保

育のサービスが必要となった場合に、家庭生活支援員を派遣し、又は家庭生活支援員

の居宅等において児童の世話などを行います。 

担 当 課 青少年家庭課 実施主体 県、市町村 
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事 業 名 母子家庭等就業・自立支援事業（母子家庭等対策総合支援事業）【一部再掲】 

概  要 就業相談や、就業支援講習会の実施、ハローワーク等と連携した就業情報の提供を

行うとともに、養育費に関する専門知識を有する相談員による相談体制の整備など、

生活の安定と児童の福祉の増進を図るため、総合的な自立支援を行います。併せて、

市町村や関係機関との連携により、母子・父子自立支援員等の資質向上を図ります。 

担 当 課 青少年家庭課 実施主体 県 

 

ウ 子育てに関する悩みの相談 

事 業 名 利用者支援事業 

概  要 市町村窓口などで保育所等の施設や地域の子育て支援事業等の情報提供、相談、助

言等の支援を行います。 

担 当 課 子ども・子育て支援課 実施主体 市町村 

 

事 業 名 地域子育て支援拠点事業 

概  要 乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、

情報提供、助言その他の援助を行います。 

担 当 課 子ども・子育て支援課 実施主体 市町村 

事 業 名 乳児家庭全戸訪問事業 

概  要 生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供

や養育環境等の把握を行うなどにより、乳児家庭の孤立化を防止します。 

担 当 課 子ども・子育て支援課 実施主体 市町村 

 

事 業 名 養育支援訪問事業 

概  要 養育支援が特に必要と判断される家庭に対して保健師等が居宅を訪問し、養育に関

する指導、助言を行います。 

担 当 課 子ども・子育て支援課 実施主体 市町村 

 

事 業 名 母子保健専門研修事業【再掲】 

概  要 健やか親子しまね計画を推進するため、母子保健に係る関係者の資質向上を図る研

修会等を実施します。 

担 当 課 健康推進課 実施主体 県 

  

事 業 名 母子保健評価検討事業【再掲】 

概  要 健やか親子しまね計画推進に必要な圏域の特性に応じた検討会や研修会を行うと

ともに、市町村への母子保健事業に関する助言、支援を実施します。 

担 当 課 健康推進課 実施主体 県 
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エ 保護者や大人の学習機会の充実 

事 業 名 結集！しまねの子育て協働プロジェクト（人材育成研修・家庭教育支援） 

概  要 ○人材育成研修 

 ・地域の子育て体制づくりにかかわるコーディネーター等の養成・資質向上のため

の研修を実施するとともに県推進委員会を設置します。 

○家庭教育支援 

 ・市町村が実施主体となり、親学プログラム及び親学ファシリテーターを活用し、

全ての親が安心して家庭教育を行うための支援活動を実施します。 

 ・親学ファシリテーター等の組織化等による相談対応 

 ・親学プログラムを活用した保護者への学習機会や親子参加行事の企画・提供など 

担 当 課 社会教育課 実施主体 市町村 

 

オ 母子生活支援施設 

事 業 名 母子生活支援施設 

概  要 経済的に困窮する母子家庭や、子どもの養育に不安を抱える母子家庭など専門的・

継続的な支援を必要としている母子家庭の母と子を一体的に保護・支援できる母子生

活支援施設を活用しながら、自立に向けた地域での生活を支援します。 

担 当 課 青少年家庭課 実施主体 市町村 

 

（３）就労の支援 

ア 生活困窮者自立相談支援機関 

事 業 名 生活困窮者自立相談支援事業（就労の支援） 

概  要  本人の自立を促進するための支援方針、支援内容、本人の達成目標等を盛り込んだ

プランを策定します。 

 このプランを踏まえ、ハローワークや協力企業をはじめ、就労支援に関するさまざ

まな社会資源と連携を図りつつ、その状況に応じた能力開発、職業訓練、就職支援等

の就労支援を行います。 

担 当 課 地域福祉課 実施主体 市町村 

 

事 業 名 就労準備支援事業（生活困窮者自立支援法） 

概  要  就労に必要な 実践的知識・技能等が不足しているだけではなく、複合的な課題があ

り、生活リズムが崩れている、社会との関わりに不安を抱えている、就労意欲が低下

している等の理由で就労に向けた準備が整っていない生活困窮者に対して、一般就労

に向けた準備としての基礎能力形成から支援を、計画的かつ一貫して実施します。 

担 当 課 地域福祉課 実施主体 市町村 
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イ 生活保護 

事 業 名 被保護者就労支援事業 

概  要  福祉事務所が就労可能と判断する生活保護受給者のうち、本事業へ参加を希望する

ものについて、就労に関する相談・助言、求職活動への支援・同行、連絡調整、個別

求人開拓、定着支援等を行います。 

担 当 課 地域福祉課 実施主体 市町村 

 

ウ ひとり親家庭 

事 業 名 ひとり親家庭等日常生活支援事業（母子家庭等対策総合支援事業）【再掲】 

概  要 ひとり親家庭等が、自立のための資格取得や疾病などにより一時的に生活援助、保

育のサービスが必要となった場合に、家庭生活支援員を派遣し、又は家庭生活支援員

の居宅等において児童の世話などを行います。 

担 当 課 青少年家庭課 実施主体 県、市町村 

 

事 業 名 母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業 

概  要 地方公共団体が指定する教育訓練講座を受講したひとり親家庭の親に対して、講座

修了後に受講料の一部を支給します。 

また、看護師等、経済的自立に効果的な資格を取得するため１年以上養成機関で受

講する場合に、生活費の負担軽減のため、給付金を支給するとともに、養成課程の修

了後に修了支援給付金を支給します。 

担 当 課 青少年家庭課 実施主体 市町村 

 

事 業 名 マザーズハローワーク事業 

概  要 子育てをしながら就職を希望している方に対して、キッズコーナーの設置など子ど

も連れで来所しやすい環境を整備し、予約による担当者制の職業相談、地方公共団体

等との連携による保育所等の情報提供、仕事と子育ての両立がしやすい求人情報の提

供など、総合的かつ一貫した就職支援を行います。 

担 当 課 青少年家庭課 実施主体 労働局 

 

エ 生活保護受給者等就労自立促進事業 

事 業 名 生活保護受給者等就労自立促進事業 

概  要 生活保護受給者、生活困窮者自立相談支援の対象者、児童扶養手当受給者等につい

て、ハローワークと自治体が連携し、就労支援を集中的に行います。 

担 当 課 地域福祉課、青少年家庭課 実施主体 労働局、県、市町村 
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事 業 名 母子・父子自立支援プログラム策定事業（母子家庭等対策総合支援事業） 

概  要 個々のひとり親家庭の親の実情に応じた自立支援プログラムを策定し、ハローワー

クや母子家庭等就業・自立支援センターと緊密に連携しつつ、きめ細かな就業支援等

を行います。 

担 当 課 青少年家庭課 実施主体 県、市町村 

 

オ 雇用関係助成制度の活用 

事 業 名 マザーズハローワーク事業【再掲】 

概  要 子育てをしながら就職を希望している方に対して、キッズコーナーの設置など子ど

も連れで来所しやすい環境を整備し、予約による担当者制の職業相談、地方公共団体

等との連携による保育所等の情報提供、仕事と子育ての両立がしやすい求人情報の提

供など、総合的かつ一貫した就職支援を行います。 

担 当 課 青少年家庭課 実施主体 労働局 

 

事 業 名 特定求職者雇用開発助成金（雇用安定事業） 

概  要 母子家庭の母等の就職が特に困難な方を、ハローワーク等の紹介により、継続して

雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成し、これらの方の雇用機会の増

大を図ります。 

担 当 課 青少年家庭課 実施主体 労働局 

 

事 業 名 トライアル雇用助成金（雇用安定事業） 

概  要 母子家庭の母等を含む職業経験の不足等から就職が困難な方を一定期間試行雇用

することにより、その適性や能力を見極め、雇用への移行の機会を創出します。 

担 当 課 青少年家庭課 実施主体 労働局 

 

カ 安定した就労を支援し経済的な自立を実現 

事 業 名 離職者等再就職訓練（委託） 

概  要 ハローワークの受講指示等による求職者向け職業訓練で、県内産業が求める知識・

技術等の習得をすすめ、安定した就労を促進します。 

担 当 課 雇用政策課 実施主体 県 

 

 キ 仕事と家庭が安心して両立できる働き方の実現を支援 

事 業 名 働き方の見直し促進事業  

概  要 労働者が働きやすい職場環境の整備を促進するため、労務管理全般について専門的

な知識を有するアドバイザーを派遣し、企業への助言、相談及び情報提供を行います。 

担 当 課 雇用政策課 実施主体 県（商工会連合会、商工会議所） 
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事 業 名 多様な人材活躍パッケージ事業費補助金 

概  要 多様な人材の活躍のために、企業が必要な環境整備を行う経費の一部を補助しま

す。 

担 当 課 雇用政策課 実施主体 県 

 

 ク 職業生活の安定の向上のための支援 

事 業 名 女性就労ワンストップ支援体制整備事業 

概  要 就労を希望する女性の相談窓口を設置し、能力や経験などを活かして多様な働き方

ができるよう、ワンストップの支援を行います。 

担 当 課 女性活躍推進課 実施主体 県（レディース仕事センター） 

 

事 業 名 しまね女性活躍推進事業 

概  要 女性が働き続けやすく、活躍する職場環境を促進するための支援を行います。 

担 当 課 女性活躍推進課 実施主体 県 

 

事 業 名 仕事と子育ての両立環境促進事業 

概  要 出産後も離職することなく仕事を続けることができるとともに、子育てしやすい職

場環境を整えるため、中小・小規模事業者等に支給し、仕事と子育ての両立環境促進

を図ります。 

担 当 課 女性活躍推進課 実施主体 県（商工会連合会、商工会議所） 

 

（４）保育等の確保（一部再掲） 

事 業 名 保育所等緊急整備事業【再掲】 

概  要 保育所等の創設、改築、修繕等の整備を行います。 

担 当 課 子ども・子育て支援課 実施主体 市町村 

 

事 業 名 一時預かり事業【再掲】 

概  要 社会活動等により、一時的に家庭での乳幼児の保育が困難となる場合等に対応する

ため、保育所、幼稚園等で一時的に預かります。 

担 当 課 子ども・子育て支援課 実施主体 市町村 

  

事 業 名 病児保育事業【再掲】 

概  要 保護者が就労している場合で、子どもが病気の際に自宅での保育が困難な場合に対

応するため、病気や病気回復期の児童を、病院・保育所等に付設された専用スペース

等において看護師等が一時的に保育します。 

担 当 課 子ども・子育て支援課 実施主体 市町村 
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事 業 名 放課後児童クラブ施設整備【再掲】 

概  要 放課後児童クラブを実施する施設の創設、改築、修繕等の補助を行います。 

担 当 課 子ども・子育て支援課 実施主体 市町村 

 

事 業 名 放課後児童クラブ支援事業【再掲】 

概  要 放課後児童クラブの充実を図るため、待機児童解消や利用時間延長、放課後児童支

援員確保に向けた支援を行います。 

担 当 課 子ども・子育て支援課 実施主体 市町村 

 

事 業 名 新卒保育士確保支援事業【再掲】 

概  要 保育士養成施設を卒業する学生を確保するために、保育士養成施設の学生を対象と

した就職説明会等を実施します。 

担 当 課 子ども・子育て支援課 実施主体 県 

 

事 業 名 保育士・保育所支援センター事業【再掲】 

概  要 潜在保育士への就職支援、保育所に勤務する卒保育士等への相談支援、保育所の潜

在保育士活用支援等を実施する保育士・保育所支援センターの設置運営に要する費用

の一部を補助します。 

担 当 課 子ども・子育て支援課 実施主体 県 

 

４ 子どもの居場所に対する支援 

ア 地域の力を生かした居場所づくり 

事 業 名 生活困窮世帯等の子どもの学習・生活支援事業 

概  要 生活保護受給世帯を含む生活困窮世帯やひとり親世帯の子どもに保護者を含めた

生活習慣、育成環境の改善に関する支援および学習支援、居場所の提供、進路相談、

高校中退防止のため支援、その他貧困連鎖防止に資すると認められる支援を行いま

す。 

担 当 課 地域福祉課・青少年家庭課 実施主体 市町村 

 

事 業 名 民生委員、児童委員【再掲】 

概  要 民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、住民の立場に

立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努めています。 

児童委員は、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見

守り、子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行います。一部の児童

委員は児童に関することを専門的に担当する「主任児童委員」の指名を受けています。

（なお、民生委員は児童委員を兼務しています。） 

担 当 課 地域福祉課 実施主体 厚生労働省 
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事 業 名 しまねすくすく子育て支援事業 

概  要 民間団体等を活用し、身近な地域で子どもの預かり等を行う事業を実施する市町村

の取組を支援します。 

担 当 課 子ども・子育て支援課 実施主体 市町村 

 

事 業 名 結集！しまねの子育て協働プロジェクト 

概  要 ○放課後支援（放課後子ども教室） 

 ・放課後や週末等に、学校の余裕教室等を活用して、子どもたちの安全・安心な 

活動場所を確保し、地域と学校が連携・協働して様々な体験・交流の機会を提供し 

ます。 

担 当 課 社会教育課 実施主体 市町村 

 

事 業 名 子どもの居場所創出支援事業 

概  要 ○子どもの居場所創出支援拠点を設置し、アドバイザー派遣による子ども食堂等の開

設・運営支援や県内のネットワーク形成などを行います。 

◯子ども食堂の開設・拡充に取り組む市町村に対して支援を行います。 

担 当 課 地域福祉課 実施主体 県・市町村 

 

５ 子どもの学びに対する支援 

（１）就学に伴う経済的負担の軽減 

事 業 名 就学援助 

概  要  経済的な理由により子どもを小学校や中学校に就学させることが困難な保護者に

対して、学用品費、通学用品費、修学旅行費等を援助します。 

担 当 課 学校企画課 実施主体 市町村 

  

事 業 名 高等学校等就学支援金 

概  要  家庭の教育費負担を軽減するため、高等学校に在籍する生徒等に対して、授業料に

充てるための高等学校等就学支援金を支給します。 

担 当 課 学校企画課、総務部総務課 実施主体 県 

 

事 業 名 私立高等学校等授業料減免事業 

概  要  生活に困窮している者の就学を援助するため、県内の私立中学・高等学校等に在籍

する生徒の授業料を減免する事業を行っている学校法人等に対し、補助金を交付しま

す。 

担 当 課 総務部総務課 実施主体 県 
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事 業 名 高等学校等奨学のための給付金 

概  要  授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生等のいる非課税世帯の保護者に対

して、返済不要の給付金を支給します。 

担 当 課 学校企画課、総務部総務課 実施主体 県 

 

事 業 名 島根県高等学校等奨学事業 

概  要  島根県内に生活の根拠を有する者の子弟で、高等学校等に在学する者で、学習意欲

が旺盛でありながら経済的な理由により修学が困難な者に対し、奨学資金（無利子）

を貸与します。 

担 当 課 学校企画課 実施主体 （公財）島根県育英会 

 

事 業 名 特別支援教育就学奨励費 

概  要 特別支援学校及び小・中学校の特別支援学級等への就学の充実を図るため、障がい

のある幼児、児童又は生徒の保護者等の経済的負担を軽減するために必要な援助を行

い、特別支援教育の振興を図ります。 

担 当 課 特別支援教育課、学校企画課 実施主体 県、市町村 

  

（２）学校教育による学力保障 

事 業 名 学校教育による学力保障 

概  要 県独自の基準による少人数学級編制や習熟度別の少人数指導、放課後補習など、き

め細かな教育を実施します。 

発達障がいを有する児童生徒や自学教室での学習への対応など、児童生徒個々の課

題に応じた教育を実施します。 

担 当 課 教育指導課、学校企画課、特別支援教育課 実施主体 県、市町村 
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（３）地域等における学習支援 

事 業 名 結集！しまねの子育て協働プロジェクト 

概  要 学校支援、放課後支援、家庭教育支援、地域未来塾等、地域住民等の参画による取

組を有機的に組み合わせて、学校・家庭・地域が連携・協働して子どもを育んでいく

市町村の取組を支援します。（地域学校協働活動） 

○学校支援（学校支援地域本部） 

・地域の実情に応じた仕組み・組織のもとに、コーディネーターが核となり、学習支

援、環境整備、登下校の見守りなどのボランティア活動を中心とする学校支援活動を

実施します。 

○放課後支援（放課後子ども教室）（再掲） 

・放課後や週末等に、学校の余裕教室等を活用して、子どもたちの安全・安心な活動

場所を確保し、地域と学校が連携・協働して様々な体験・交流の機会を提供します。 

・放課後児童健全育成事業と連携した総合的な放課後対策を推進します。（放課後 子

ども総合プラン） 

○地域未来塾 

・小中学生、高校生等に対して、地域の人材や ICT 等を活用した学習支援を行います。 

担 当 課 社会教育課 実施主体 市町村 

 

事 業 名 生活困窮世帯等の子どもの学習・生活支援事業【再掲】 

概  要 生活保護受給世帯を含む生活困窮世帯やひとり親世帯の子どもに保護者を含めた

生活習慣、育成環境の改善に関する支援および学習支援、居場所の提供、進路相談、

高校中退防止のため支援、その他貧困連鎖防止に資すると認められる支援を行いま

す。 

担 当 課 地域福祉課・青少年家庭課 実施主体 市町村 

 

事 業 名 学習支援事業（子どもの居場所創出等支援事業） 

概  要 子どものセーフティーネット充実の一環として、子どもの居場所における学習支援

を進める市町村に対して、補助及び支援を行います。 

担 当 課 人権同和教育課 実施主体 県、市町村 

 

（４）学校における就学継続のための支援 

事 業 名 スクールカウンセラー等活用事業【再掲】 

概  要 県内の公立小中高等学校及び特別支援学校にスクールカウンセラーを配置・派遣す

ることによって、児童生徒や保護者への相談支援や教職員への助言など、学校の教育

相談体制の充実を図ります。 

担 当 課 教育指導課 実施主体 県 
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事 業 名 公立高等学校等学び直し支援金 

概  要  高等学校等中退者が公立高等学校等に再入学して学び直す場合、高等学校等就学支

援金の支給期間経過後も最長２年間まで就学支援金相当額を支給し、授業料に係る支

援を行います。 

担 当 課 学校企画課 実施主体 県 

 

事 業 名 私立高等学校等学び直し等のための就学支援金 

概  要  国の就職支援金制度の対象とならない、高等学校等を卒業し又は終了した者や高等

学校等に在学した期間が通算して 36 月を超える者等に対し、就学支援金相当額を支

給し、授業料にかかる支援を行います。 

担 当 課 総務部総務課 実施主体 県 

 

事 業 名 高等学校等における就学継続のための支援 

概  要  課題を抱える生徒が意欲を持って学校生活を送るため、校内の連絡会議など組織体

制を整備し、生徒個々に応じて、きめ細かな教育相談や進路相談を実施します。 

担 当 課 教育指導課 実施主体 県 

 

事 業 名 専門学校生への効果的な経済的支援のあり方に関する実証研究事業（うち経済的支援

事業） 

概  要  私立専門学校が、経済的理由により修学が困難な生徒に対して授業料の一部を免除

した場合、学校が実施した授業料減免額を基礎として算定した金額の一部を支援しま

す。 

担 当 課 総務部総務課 実施主体 文部科学省 

 

（５）奨学金等の情報提供 

事 業 名 島根県子どものセーフティネット推進会議【再掲】 

概  要  県及び市町村で構成し、県内各地域の支援体制や対策の実施状況の把握、発見・連

携方策の充実・強化に係る検討や普及、情報共有、県民理解の促進、施策の周知に関

する活動等を行います。 

担 当 課  地域福祉課 実施主体 県 

（６）進学費用、資格等の取得や就職に関する経済的支援 

事 業 名 島根県母子父子寡婦福祉資金貸付金【再掲】 

概  要 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の自立を促進するため、子どもの修学や、ひとり

親及び子どもの技能習得に必要な経費や、就職等の支度に必要な費用を無利子または

低利子で貸付けします。 

担 当 課 青少年家庭課 実施主体 県 
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事 業 名 児童養護施設退所者等自立支援事業【再掲】 

概  要 児童養護施設退所者等のうち、保護者からの経済的な支援が見込めない進学者又は

就職者に対して、生活費や家賃相当額を無利子で貸付けします。 

また、就職に必要となる資格の取得を希望する者に対して、資格取得に必要な費用

を無利子で貸付けします。 

担 当 課 青少年家庭課 実施主体 島根県社会福祉協議会 

 

事 業 名 生活福祉資金【再掲】 

概  要  低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯で、他の公的資金等の貸付を受けることが

できない世帯に対し、子どもの修学資金、保護者や子どもの技能習得に必要な経費や、

就職等の支度に必要な費用を無利子または低利子で貸付します。 

担 当 課 地域福祉課 実施主体 島根県社会福祉協議会 

 

事 業 名 介護福祉士等修学資金貸付事業【再掲】 

概  要  介護福祉士指定養成施設等、社会福祉士指定養成施設等又は実務者養成施設等に在

学し、介護福祉士又は社会福祉士の資格の取得を目指す学生に対し修学資金を貸付し

ます。 

県内で一定期間以上指定施設等において福祉士の業務に従事した場合に、貸付した

修学資金の返還を全額免除します。 

生活保護世帯またはこれに準ずる者は、入学準備金、就職準備金、生活費加算があ

ります。 

担 当 課 高齢者福祉課 実施主体 島根県社会福祉協議会 

 

事 業 名 保育士修学資金貸付事業【再掲】 

概  要 保育士養成施設に在学し、保育士資格の取得を目指す学生に対し修学に要する費用

を貸付します。 

県内で一定期間以上保育士の業務に従事した場合に、貸付した修学資金の返還を全

額免除します。 

担 当 課 子ども・子育て支援課 実施主体 島根県社会福祉協議会 

 

事 業 名 保育士確保のための県内進学・就職促進事業（家賃等貸付）【再掲】 

概  要 石見・隠岐地域等の出身者が県内の保育士養成施設に進学する際の家賃等を貸付し

ます。 

石見・隠岐地域等で一定期間以上保育士の業務に従事した場合に、貸付した家賃等

の返還を全部免除します。 

担 当 課 子ども・子育て支援課 実施主体 島根県社会福祉協議会 
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６ 対策推進のための体制整備 

（１）推進のための組織体制 

ア 島根県子どものセーフティネット推進委員会 

事 業 名 島根県子どものセーフティネット推進委員会 

概  要  民間有識者等で構成し、本計画の実施状況を評価し、推進上の課題について協議し

ます。 

担 当 課 地域福祉課 実施主体 県 

 

イ 島根県子どものセーフティネット推進会議 

事 業 名 島根県子どものセーフティネット推進会議 

概  要  県及び市町村で構成し、県内各地域の支援体制や対策の実施状況の把握、発見・連

携方策の充実・強化に係る検討や普及、情報共有、県民理解の促進に資する啓発活動

等を行います。 

担 当 課 地域福祉課 実施主体 市町村 
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資  料 
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子どもの貧困対策の推進に関する法律 

（平成二十五年六月二十六日法律第六十四号） 

 

   第一章 総則  

 

（目的） 

第一条 この法律は、子どもの現在及び将来がその生まれ育った環境によって左右される

ことのないよう、全ての子どもが心身ともに健やかに育成され、及びその教育の機会均

等が保障され、子ども一人一人が夢や希望を持つことができるようにするため、子ども

の貧困の解消に向けて、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、子どもの貧困対策

に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、及び子どもの貧困対策の基本とな

る事項を定めることにより、子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的とする。 

 

（基本理念） 

第二条 子どもの貧困対策は、社会のあらゆる分野において、子どもの年齢及び発達の程

度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、子どもが心身

ともに健やかに育成されることを旨として、推進されなければならない。 

２ 子どもの貧困対策は、子ども等に対する教育の支援、生活の安定に資するための支

援、職業生活の安定と向上に資するための就労の支援、経済的支援等の施策を、子ども

の現在及び将来がその生まれ育った環境によって左右されることのない社会を実現する

ことを旨として、子ども等の生活及び取り巻く環境の状況に応じて包括的かつ早期に講

ずることにより、推進されなければならない。 

３ 子どもの貧困対策は、子どもの貧困の背景に様々な社会的な要因があることを踏ま

え、推進されなければならない。 

４ 子どもの貧困対策は、国及び地方公共団体の関係機関相互の密接な連携の下に、関連

分野における総合的な取組として行われなければならない。 

 

（国の責務） 

第三条 国は、前条の基本理念（次条において「基本理念」という。）にのっとり、子ど

もの貧困対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

 

（地方公共団体の責務） 

第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、子どもの貧困対策に関し、国と協力しつ

つ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

 

（国民の責務） 
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第五条 国民は、国又は地方公共団体が実施する子どもの貧困対策に協力するよう努めな

ければならない。 

 

（法制上の措置等） 

第六条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他

の措置を講じなければならない。 

 

（子どもの貧困の状況及び子どもの貧困対策の実施の状況の公表） 

第七条 政府は、毎年一回、子どもの貧困の状況及び子どもの貧困対策の実施の状況を公

表しなければならない。 

 

第二章 基本的施策 

 

（子どもの貧困対策に関する大綱） 

第八条 政府は、子どもの貧困対策を総合的に推進するため、子どもの貧困対策に関する

大綱（以下「大綱」という。）を定めなければならない。 

２ 大綱は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

 一 子どもの貧困対策に関する基本的な方針 

 二 子どもの貧困率、一人親世帯の貧困率、生活保護世帯に属する子どもの高等学校等

進学率、生活保護世帯に属する子どもの大学等進学率等子どもの貧困に関する指標及

び当該指標の改善に向けた施策 

三 教育の支援、生活の安定に資するための支援、保護者に対する職業生活の安定と向

上に資するための就労の支援、経済的支援その他の子どもの貧困対策に関する事項 

四 子どもの貧困に関する調査及び研究に関する事項 

 五 子どもの貧困対策に関する施策の実施状況についての検証及び評価その他の子ども

の貧困対策に関する施策の推進体制に関する事項 

３ 内閣総理大臣は、大綱の案につき閣議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、大綱を公

表しなければならない。 

５ 前二項の規定は、大綱の変更について準用する。 

６ 第二項第二号の「子どもの貧困率」、「一人親世帯の貧困率」、「生活保護世帯に属

する子どもの高等学校等進学率」及び「生活保護世帯に属する子どもの大学等進学率」

の定義は、政令で定める。 
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（都道府県計画等） 

第九条 都道府県は、大綱を勘案して、当該都道府県における子どもの貧困対策について

の計画（次項及び第三項において「都道府県計画」という。）を定めるよう努めるもの

とする。 

２ 市町村は、大綱（都道府県計画が定められているときは、大綱及び都道府県計画）を

勘案して、当該市町村における子どもの貧困対策についての計画（次項において「市町

村計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県計画又は市町村計画を定め、又は変更したときは、

遅滞なく、これを公表しなければならない。 

 

（教育の支援） 

第十条 国及び地方公共団体は、教育の機会均等が図られるよう、就学の援助、学資の援

助、学習の支援その他の貧困の状況にある子どもの教育に関する支援のために必要な施

策を講ずるものとする。 

 

（生活の安定に資するための支援） 

第十一条 国及び地方公共団体は、貧困の状況にある子ども及びその保護者に対する生活

に関する相談、貧困の状況にある子どもに対する社会との交流の機会の提供その他の貧

困の状況にある子どもの生活の安定に資するための支援に関し必要な施策を講ずるもの

とする。 

 

（保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援） 

第十二条 国及び地方公共団体は、貧困の状況にある子どもの保護者に対する職業訓練の

実施及び就職のあっせんその他の貧困の状況にある子どもの保護者の所得の増大その他

の職業生活の安定と向上に資するための就労の支援に関し必要な施策を講ずるものとす

る。 

 

（経済的支援） 

第十三条 国及び地方公共団体は、各種の手当等の支給、貸付金の貸付けその他の貧困の

状況にある子どもに対する経済的支援のために必要な施策を講ずるものとする。 

 

（調査研究） 

第十四条 国及び地方公共団体は、子どもの貧困対策を適正に策定し、及び実施するた

め、子どもの貧困に関する指標に関する研究その他の子どもの貧困に関する調査及び研

究その他の必要な施策を講ずるものとする。 
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第三章 子どもの貧困対策会議 

 

（設置及び所掌事務等） 

第十五条 内閣府に、特別の機関として、子どもの貧困対策会議（以下「会議」とい

う。）を置く。 

２ 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 大綱の案を作成すること。 

二 前号に掲げるもののほか、子どもの貧困対策に関する重要事項について審議し、及

び子どもの貧困対策の実施を推進すること。 

３ 文部科学大臣は、会議が前項の規定により大綱の案を作成するに当たり、第八条第二

項各号に掲げる事項のうち文部科学省の所掌に属するものに関する部分の素案を作成

し、会議に提出しなければならない。 

４ 厚生労働大臣は、会議が第二項の規定により大綱の案を作成するに当たり、第八条第

二項各号に掲げる事項のうち厚生労働省の所掌に属するものに関する部分の素案を作成

し、会議に提出しなければならない。 

５ 内閣総理大臣は、会議が第二項の規定により大綱の案を作成するに当たり、関係行政

機関の長の協力を得て、第八条第二項各号に掲げる事項のうち前二項に規定するもの以

外のものに関する部分の素案を作成し、会議に提出しなければならない。 

６ 会議は、第二項の規定により大綱の案を作成するに当たり、貧困の状況にある子ども

及びその保護者、学識経験者、子どもの貧困対策に係る活動を行う民間の団体その他の

関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

 

（組織等） 

第十六条 会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、内閣総理大臣をもって充てる。 

３ 委員は、会長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者をもって充て

る。 

４ 会議の庶務は、内閣府において文部科学省、厚生労働省その他の関係行政機関の協力

を得て処理する。 

５ 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定め

る。 

 

附 則 抄 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。 
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（検討） 

第二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況

を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果

に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

 

附 則 （令和元年六月一九日法律第四一号） 

 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。 

 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の子どもの貧困

対策の推進に関する法律（以下この項において「新法」という。）の施行の状況を勘案

し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて

必要な措置を講ずるものとする。 
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子どもの貧困に関する指標 

（全国の状況） 

No. 指標 数値 備考 

１ 生活保護世帯に属する子供の高等学校等進学率 ９４．０％ R1.4.1.現在 

２ 生活保護世帯に属する子供の高等学校等中退率 ４．３％ R1.4.1.現在 

３ 生活保護世帯に属する子供の大学等進学率 ３６．１％ R1.4.1.現在 

４ 児童養護施設の子供の進学率（中学校卒業後） ９６．２％ R1.5.1.現在 

５ 児童養護施設の子供の進学率（高等学校等卒業後） ２８．３％ R1.5.1.現在 

６ ひとり親家庭の子供の就園率 （保育所・幼稚園等） ８１．７％ H28.11.1 現在 

７ ひとり親家庭の子供の進学率（中学校卒業後） ９５．９％ H28.11.1.現在 

８ ひとり親家庭の子供の進学率（高等学校等卒業後） ５８．５％ H28.11.1 現在 

９ 全世帯の子供の高等学校中退率 １．４％ H30 年度 

10 全世帯の子供の高等学校中退者数 ４８，５９４人 H30 年度 

11 
スクールソーシャルワーカーによる対応実績のある学校

の割合（小学校） 
５０．９％ H30 年度 

12 
スクールソーシャルワーカーによる対応実績のある学校

の割合（中学校） 
５８．４％ H30 年度 

13 スクールカウンセラーの配置率（小学校） ６７．６％ H30 年度 

14 スクールカウンセラーの配置率（中学校） ８９．０％ H30 年度 

15 

就学援助制度に関する周知状況（入学時及び毎年度の

進級時に学校で就学援助制度の書類を配布している市町

村の割合） 

６９．４％ H30 年度 

16 
新入学児童生徒学用品費等の入学前支給の実施状況

（小学校） 
７３．７％ R1 年度入学分 

17 
新入学児童生徒学用品費等の入学前支給の実施状況

（中学校） 
７８．９％ R1 年度入学分 

18 高等教育の修学支援新制度の利用者数（大学） －  

19 高等教育の修学支援新制度の利用者数（短期大学） －  

20 高等教育の修学支援新制度の利用者数（高等専門学校） －  

21 高等教育の修学支援新制度の利用者数（専門学校） －  
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22 電気、ガス、水道料金の未払い経験（ひとり親世帯） 

電気料金      １４．８％ 

ガス料金     １７．２％ 

水道料金     １３．８％ 

H29 年 

23 電気、ガス、水道料金の未払い経験（子供がある世帯） 

電気料金      ５．３％ 

ガス料金      ６．２％ 

水道料金      ５．３％ 

H29 年 

24 食料又は衣服が買えない経験（ひとり親世帯） 

食料が買えない経験 

             ３４．９％ 

衣服が買えない経験 

           ３９．７％ 

H29 年 

25 食料又は衣服が買えない経験（子供がある世帯） 

食料が買えない経験 

           １６．９％ 

衣服が買えない経験 

           ２０．９％ 

H29 年 

26 
子供がある世帯の世帯員で頼れる人がいないと答えた人

の割合（ひとり親世帯） 

重要な事柄の相談 

８．９％  

いざという時のお金の援助 

２５．９％  

H29 年 

27 
子供がある世帯の世帯員で頼れる人がいないと答えた人

の割合（等価可処分所得Ⅰ～Ⅲ十分位） 

重要な事柄の相談 

７．２％  

いざという時のお金の援助 

２０．４％  

H29 年 

28 ひとり親家庭の親の就業率（母子世帯） ８０．８％ H27 年 

29 ひとり親家庭の親の就業率（父子世帯）    ８８．１％ H27 年 

30 
ひとり親家庭の親の正規の職員・従業員の割合（母子世

帯） 
４４．４％ H27 年 

31 
ひとり親家庭の親の正規の職員・従業員の割合（父子世

帯） 
６９．４％ H27 年 

32 子どもの貧困率（国民生活基礎調査） １３．５％ H30 年 

33 子どもの貧困率（全国消費実態調査） ７．９％ H26 年 

34 ひとり親世帯の貧困率（国民生活基礎調査） ４８．１％ H30 年 

35 ひとり親世帯の貧困率（全国消費実態調査） ４７．７％ H26 年 

36 
ひとり親家庭のうち養育費についての取り決めをしている

割合（母子世帯） 
４２．９％ H28 年度 

37 
ひとり親家庭のうち養育費についての取り決めをしている

割合（父子世帯） 
２０．８％ H28 年度 
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38 
ひとり親家庭で養育費を受け取っていない子供の割合 

（母子世帯） 
６９．８％ H28 年度 

39 
ひとり親家庭で養育費を受け取っていない子供の割合 

（父子世帯） 
９０．２％ H28 年度 

（島根県における状況との対比） 

指標の項目 全国 島根県 時点 

子供の貧困率 

全体（国民生活基礎調査） 13.5% 

県 別 

データ 

な し 

H30 

－ 

全体（全国消費実態調査） 7.9% H26 

ひとり親家庭等（子供がいる 

現役世帯のうち大人が１人） 

（国民生活基礎調査） 

48.1% H30 

ひとり親家庭等（子供がいる 

現役世帯のうち大人が１人） 

（全国消費実態調査） 

47.7% H26 

生活保護世帯の子供 

高等学校等進学率 94.0% 95.7% R1.4.1 R1.4.1 

高等学校中退率 4.3% 0.0% R1.4.1 R1.4.1 

大学等進学率 36.1% 27.9% R1.4.1 R1.4.1 

児童養護施設の子供 
中学卒業後の進学率 96.2% 100.0% R1.5.1 R1.5.1 

高校卒業後の進学率 28.3% 33.3% R1.5.1 R1.5.1 

全世帯の子供 
高等学校中退率 1.4% 1.0% H30 年度 R1 年度 

高等学校中退者数 48,594 人 202 人 H30 年度 R1 年度 

スクールソーシャルワーカーによる対応実績のある学校の割合 

（小学校） 
50.9% － H30 年度 － 

スクールソーシャルワーカーによる対応実績のある学校の割合 

（中学校） 
67.6% － H30 年度 － 

スクーカウンセラーの配置率（小学校） 67.6% 100.0% H30 年度 R1 年度 

スクーカウンセラーの配置率（中学校） 89.0% 100.0% H30 年度 R1 年度 

入学時及び毎年度の進級時に学校で就学援助制度の書類を 

配布している市町村の割合 
65.6% 63.2% H29 年度 R1 入学分 

新入学児童生徒学用品等の入学前支給の実施状況（小学校） 47.2% 100.0% H30 入学分 R1 入学分 

新入学児童生徒学用品等の入学前支給の実施状況（中学校） 56.8% 88.9% H30 入学分 R1 入学分 

ひとり親世帯の親の正規の職員・従業員の割合（母子世帯） 44.4% 62.0% H27 年 H30 年 

ひとり親世帯の親の正規の職員・従業員の割合（父子世帯） 69.4% 78.8% H27 年 H30 年 

※1  ２市町村は該当者無     ※２ １市町村は該当者無 

 

 

※１ 

※2 
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「子どもの貧困率」について 

（「平成 30 年度国民生活基礎調査の概要」から） 

2018(平成 30)年の貧困線（等価可処分所得の中央値の半分)は 127 万円となっており、 

「相対的貧困率」（貧困線に満たない世帯員の割合)は 15.1％（対 2015 年△0.3 ポイン

ト）となっている。 

「子どもの貧困率」 (17 歳以下)は 13.5％（対 2015 年△0.4 ポイント)となってお

り、そのうち「子どもがいる現役世帯」（世帯主が 18 歳以上 65 歳未満で子どもがいる

世帯）の世帯員についてみると、12.6％（対 2015 年△0.3 ポイント)となっており、そ

のうち「大人が一人」の世帯員では 48.1％（対 2015 年△2.7 ポイント）、「大人が二人

以上」の世帯員では 10.7％（対 2015 年 0 ポイント)となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 相対的貧困率について 

 



106 
 

島根県子どものセーフティネット推進計画策定委員会設置要綱 

 

 

（目的） 

第１条 子どもの貧困対策の推進に関する法律（平成 25 年法律第 64 号）に規定する子

どもの貧困対策についての計画に関する事項を検討するため、島根県子どものセーフ

ティネット推進計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

（組織） 

第２条 委員会は別表に掲げる者をもって構成する。 

２ 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。 

 

（委嘱期間） 

第３条 委員を委嘱する期間は、令和２年７月 17 日から令和３年３月 31 日までとす

る。 

 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。 

２  副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の

決するところによる。 

 

（関係者の出席） 

第６条 委員会は、必要に応じ関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。 

 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、島根県健康福祉部地域福祉課において処理する。 

 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委

員会に諮って定める。 

 

 

  附 則 

１ この要綱は、令和２年７月 17日から施行する。 

２ この要綱の施行の日以後、最初に開催される委員会の会議は、第 5条第 1項の規定

にかかわらず、島根県健康福祉部長が招集するものとする。 
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島根県子どものセーフティネット推進計画策定委員会 委員名簿 

氏名 団体名等 

高橋  憲二 公立大学法人島根県立大学 名誉教授 

佐藤 桃子 島根大学人間科学部  講師 

前田 幸二 山陰中央新報社 特別論説委員 

比良 静代 比良助産院 

佐々木  文子 島根県保育協議会 理事 

岩田 美登里 島根県国公立幼稚園 こども園長会幹事 

松本 真理 島根県小学校長会 副会長 

奈良井 孝 島根県中学校長会 事務局長 

佐々木 章友 
島根県公立高等学校長協会 

島根県特別支援学校長会 

北村 直樹 島根県私立高等学校長会 会長 

吉田 太郎 島根県社会福祉士会 子ども家庭委員会委員長 

積田 正江 島根県民生児童委員協議会 理事 

获  保子 島根県母子寡婦福祉連合会 会長 

東 美奈子 島根県相談支援門員協会 会長 

角 省吾 島根県児童福祉施設児童処遇研究協議会 委員長 

落合 慧 島根県里親会 会長 

深貝 登志子 島根県社会福祉士会 子ども家庭委員会副委員長 

井上 修一 松江市福祉事務所 

松嶋 由香里 美郷町福祉事務所 

杉谷 学 島根県市町村教育委員会連合会 会長 

吉田 邦宏 島根労働局 職業安定部長 

（敬称略） 
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島根県子どものセーフティネット推進計画策定委員会 検討の経過 

 

 

１ 第１回委員会 

（１）日 時 令和 2年 9月 3日 13：30～16：00 

（２）会 場 松江市千鳥町 ホテル白鳥 鳳凰の間 

（３）議 事 

・委員長、副委員長の選任について 

・「島根県子どもの生活に関する実態調査」の結果について 

・現行計画の実施状況について  

・次期計画の構成（案）について 

・その他 

 

２ 委員の書面による意見提出 

   令和 2年 9月 3日から令和 2年 9月 25 日まで 

 

３ 第２回委員会 

（１）日 時  令和 2年 11 月 13 日 13：30～16：00 

（２）会 場  松江市殿町 島根県民会館 多目的ホール 

（３）議 事 

・計画（構成案）への意見について 

・計画（素案）について 

・今後のスケジュールについて 

・その他 

 

４ パブリックコメント 

令和２年１月２５日～令和３年１月２５日 

 

５ 第３回委員会 

（１）日 時  令和 3年 2月 15 日 13：30～16：00 

（２）会 場  松江市殿町 島根県民会館 多目的ホール 

（３）議 事 

・計画（素案）への意見について 

・計画（最終案）について 

・その他 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

島根県子どものセーフティネット推進計画 

令和３年３月 

 

島  根  県 


